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●障がいのある方やご家族等からの様々な相談に応じます  

 

・釧路市役所 障がい福祉課 障がい福祉係（防災庁舎３階２３番窓口） 
電 話：０１５４－３１－４５３７（サービス・手帳（身体・療育）など） 

    ０１５４－２３－５２０１（自立支援医療・手帳（精神）など） 

ＦＡＸ：０１５４－２５－３５２２ 

 

防災庁舎２階・３階の窓口には、ヒアリングループシステムを設置しています。 

また、障がい福祉課窓口には、拡大読書器を設置していますのでご利用ください。 

 

・ヒアリングループとは？ 

             …補聴器を通して、聞こえやすい音声にする機器です。 

・拡大読書器とは？ 

              …文字や画像を拡大して見るための機器です。

 
 

・阿寒町行政センター 保健福祉課 保健福祉係 
電 話：０１５４－６６－２１２０（直通） 

ＦＡＸ：０１５４－６６－１３３３ 

・音別町行政センター 保健福祉課 保健福祉係 

（福祉保健センター「ほほえみ」） 
電 話：０１５４７－９－５１５１（直通） 

ＦＡＸ：０１５４７－６－３０１６ 

身体障害者手帳とは 

「身体障害者手帳」（身障手帳）とは、口、目、耳、手、足、心臓、呼吸器、ぼうこう

若しくは直腸、小腸、じん臓、肝臓、免疫機能などに、日常生活を営むうえで永続的

な障がいがあると認められた方に、その証明として交付されるものです。 

障がいの種類によって、視覚障がい、聴覚障がい、音声言語障がい、肢体不自由、

内部障がいなどに分けられ、さらにその程度により１級から６級までに区分されてい

ます。 

この手帳を受けることによって、国や道、市町村からいろいろな福祉サービスを受

けることができます。 

たとえ障がいがあっても、手帳を所有していなければ支援を受けられない場合があ

り、手帳は福祉サービスを受ける対象であることの証明となる大切なものです。 

 

※ 住所・氏名・その他の変更がある場合は、身体障害者手帳とマイナンバーが確

認できるものを持って、必ず下記へ届け出てください。 

  



障害者手帳をお持ちの皆さまへ 

 

 

 

 

 

 ●障害者手帳（身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳）については、今後、マ 

   イナンバーを使った情報連携ができるようになります。 

 ●障害者手帳の登録内容が正しく、マイナンバーで情報を得ることができれば、他 

   の手続の際に、障害者手帳のコピーの提出が不要となる場合があります。 

 ●障害者手帳に書かれた情報（住所、氏名など）が変わった場合、または、すでに 

   変わっている場合には、必ずお住まいの市町村の障害福祉担当課に「居住地等 

   変更届」を届け出てくださいますようお願いいたします。 

お問合せ先 釧路市 障がい福祉課 

TEL：31‐4537 FAX：25-3522 

 

「ヘルプマーク」「ヘルプカード」を配付しています。 

義足や人工関節を使用している方、内部障がいや難病の方、又は妊娠初期の方など、外

見から分からなくても援助や配慮を必要としている方々が、周囲の方に配慮を必要して

いることを知らせることで、援助や配慮を受けやすくなることを目的とした「ヘルプマ

ーク」、二つ折り、両面で、財布などに入れることができる大きさの「ヘルプカード」を

配付しております。 

 

「ヘルプマーク」・「ヘルプカード」をお持ちの方を見かけた場合は、バス内で席をゆず

る、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします。 

 
【配付場所】 
・釧路市役所防災庁舎 ２階 戸籍住民課 

３階 障がい福祉課・介護高齢課 
４階 健康推進課 

 ・阿寒・音別町行政センター 各保健福祉課 
・鳥取支所 

 ・身体障害者福祉センター 
・サン・アビリティーズくしろ 

 ・市内各コミュニティセンター 

 

お問合せ先 釧路市 障がい福祉課 

TEL：23-5201 FAX：25-3522 

届出することによって、マイナンバーとの情報連携ができます。 

住所や氏名などが変わったときは、 
「居住地等変更届」 を提出してください。 

▶障害者手帳（身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳）をお持ちの方は、

転居などをした際、法令により 「居住地等変更届」 の届出が必要です。 
 



 

個人番号（マイナンバー）について 

 

 障害福祉サービス等の申請には、個人番号（マイナンバー）の記載が必要です。記載

が必要になる手続きは以下のとおりです。 

 ・障害福祉サービス等の支給に関する手続き       1～ 6ページ 

 ・補装具に関する手続き                8～ 9ページ 

 ・自立支援医療（更生医療、育成医療）に関する手続き 18～19ページ 

 ・特別障害者手当、障害児福祉手当等に関する手続き    21ページ 

 

 左のマークが付いている事業に関する手続きには 

個人番号（マイナンバー）の記載が必要になります。 

 

申請時に必要な書類 

 ①申請が本人の場合（郵送の場合も含む） 

   １．本人のマイナンバーが確認できるもの（郵送の場合のみ写しでも可） 

                 例：番号カード、番号通知カード等 

   ２．番号が本人であるかを確認できるもの（郵送の場合のみ写しでも可） 

                 例：番号カード、障害者手帳等 

   ※顔写真のない証明書については２つ以上のもの（通帳、年金手帳等）が必要です。 

 

 ②申請を本人以外が行う場合（郵送の場合も含む） 

   １．委任状（本人から委任を受けているかの確認のため） 

     釧路市のホームページからダウンロードができます。 

   ２．代理人の身分が確認できるもの（郵送の場合のみ写しでも可） 

                 例：番号カード、運転免許証等 

   ※顔写真のない証明書については２つ以上のもの（通帳、年金手帳等）が必要です。 

   ３．本人のマイナンバーが確認できるもの（郵送の場合のみ写しでも可） 

                 例：番号カード、番号通知カード等 

 

 

みんなでつくる釧路市バリアフリーマップ   

釧路市では、皆さんから情報をいただき、商業施設や公共施設等のバリアフリー情報

を地図上で閲覧できるバリアフリーマップを公開しています。 

地図上のアイコンをクリックすると、各施設の多目的トイレや障がい者駐車区画の設

置、Wi-Fiの情報を確認することができます。 

※マップはこちら ▶  

マイナンバー 
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在宅での生活を支える福祉サービス                                                                                                                                                                                           

 障害者総合支援法 （※）の規定による障害福祉サービス（全国共通のサービス）  

（※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律） 

 

 

 平成２５年４月に施行された障害者総合支援法で、障がい者の範囲に難病等の方々が加わりました。身体障害

者手帳の所持の有無に関わらず必要と認められた障害福祉サービス等を受けることができます。 

 

 【 対 象 者 】 国が定めた３７６疾患による障がいがある方々（令和７年４月１日より拡大） 

          （３７６疾患は釧路市のホームページ等で確認するか又は下記へ問合わせ下さい） 

 【 サ ー ビ ス の 種 類 】 居宅介護、短期入所、就労訓練、補装具、相談支援、日常生活用具等 

 【 手 続 き 】 対象疾患であることがわかる証明書（診断書又は特定疾患医療受給者証等）を持参の上、

申請して下さい。 

           その後、障害支援区分の認定や支給認定等の手続きを経て、必要と認められたサービス

を利用できることになります。 

 【問合先・申請先】 障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口） 

 ☎３１－４５３７ 

 

 利用にあたり 

利用にあたり、事前に障害支援区分等認定調査（以下「調査」）を受ける必要があります。 

サービスの種類によっては、さらに障害支援区分等認定審査会（以下「審査会」）に諮り、「障害支援区分

（区分１ ～ 区分６）」の認定を受けなければ、利用できないサービスもありますので、利用を希望される場

合は、早めに障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口）へご相談の上、利用申請を

してください。 

申請受理後、市より委託された調査員が後日ご連絡の上、実際に調査に伺う日時等調整させていただきま

す（申請が集中する時期には、すぐに調査に伺えない場合もあります）。 

 

「障害支援区分」 

「障害支援区分」の認定を受ける場合は、調査と合わせて、主治医の意見書が必要になります（市より主

治医に直接依頼いたします）ので、とくに主治医のいない場合には、意見書の記載をお願いする病院を新た

に決めていただくこととなります（病院によっては意見書が完成するまでかなり日数がかかる場合もありま

す）。 

調査が終わり、主治医の意見書が市へ届いた後、審査会に諮ることとなります。 

「障害支援区分」の認定が必要なサービス利用を新規にご希望される場合は、相談・申請から実際のサー

ビス利用が可能となるまで、２～３ヶ月以上かかる場合がありますので、お早めにご相談ください。 

 

「サービス等利用計画」 「障害児支援利用計画」 

介護給付・訓練等給付サービス及び地域相談支援（地域移行支援・地域定着支援）を支給（給付）決定す

平成２５年４月から難病等の方々が障害福祉サービス等の対象になりました 



２ 

 

る際に、市が指定する相談支援事業所に利用者の希望や環境等を考慮したサービス等利用計画を作成しても

らい、モニタリングを行うなどによりきめ細かな支援を行います。 

 

 「利用者負担」 

 サービスを利用したときの利用者負担は、負担能力に応じて定められます（応能負担）。 

月ごとの利用者負担は、障がいのある方が属する世帯等の所得に応じて負担上限額が決められており、月

ごとの上限額に至るまでは費用の１割が利用者の負担になります。 

 市民税非課税世帯は、利用者負担はありません。また、施設への通所等により受けるサービスについては、

月ごとの負担上限額とは別に事業所が定めた食事代等がかかります。 

 

申請先   障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口） 

        阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

        音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センターほほえみ） 

申請に必要なもの 手帳・本人（児童は保護者）の収入所得等のわかる書類等 

 

「障害者総合支援法と介護保険制度」 

 障がい者で、６５歳以上の方や４０歳以上６５歳未満で特定疾病（次ページの一覧表を参照。）を持ってい

る方は、介護保険制度を利用します。 

 障害者総合支援法によるサービスと介護保険によるサービスには同じようなサービスがあります。対象に

なる方は、介護保険で要支援・要介護の認定を受けた上で、介護保険サービスを優先して利用することとさ

れています。 

 また、介護保険にはないサービスについては、障害者総合支援法によるサービスを利用することができま

す。詳しくは、釧路市役所障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎３１－４５

３７）へお問い合わせください。 

《介護保険にはない障害福祉サービス》 

○年齢に関係なく利用できるサービス 

サービス名称 内容 

同行援護 外出時に同行しての移動支援や外出先での代筆・代読 

行動援護 危険を避けるために必要な行動の手助けや外出時の移動支援 

就労継続支援Ｂ型 知識や能力の向上を目指した就労の中での訓練（雇用契約なし） 

就労選択支援 本人の希望や適性に基づき、就労等への選択の機会を提供 

自立訓練 身体機能や生活能力の向上のための訓練 

自立生活援助 施設を利用していた障がいを持つ方が一人暮らしを始めた際の相談対応等 

○４０～６４歳の方が利用できるサービス 

サービス名称 内容 

就労継続支援Ａ型 知識や能力の向上を目指した就労の中での訓練（雇用契約あり） 

就労移行支援 一般企業で働くことを目指した就労訓練 

就労定着支援 一般企業で働く障がいを持つ方に対する相談対応等 

《特定疾病一覧表》 

①筋萎縮性側索硬化症 ⑩ 脳血管疾患 

②後縦靭帯骨化症 ⑪ パーキンソン病関連疾患 

③骨折を伴う骨粗鬆症 ⑫ 閉塞性動脈硬化症 
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④多系統委縮症 ⑬ 関節リウマチ 

⑤初老期における認知症 ⑭ 慢性閉塞性肺疾患 

⑥脊髄小脳変性症 ⑮ 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変

形性関節症 ⑦脊柱管狭窄症 

⑧早老症 ⑯ がん（医師が一般に認められている医学的知見に

基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断

したものに限る） 

⑨糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症 

及び糖尿病性網膜症 

以下より、各々のサービスの種類ごとの説明です。 

１ 訪問系サービス                                           

在宅の障がい者（児）の自宅にヘルパーを派遣し、当人の日常生活における家事・身体介護等について援助す

るとともに、家族の介護負担の軽減を図るものです。 

■対象者  障害支援区分１以上で、日常生活を営むのに支障があり、ヘルパー派遣が必要と判断される方 

      ※介護保険制度対象者を除きます。 

※同行援護は、障害支援区分の認定は必要ありません。 

■内容   居宅介護 

 ・身体介護（食事・排泄・衣類着脱・入浴・清拭等） 

・家事援助（調理・衣類の洗濯・掃除・買物等） 

※単身もしくは同居人が家事を行うことが困難な方 

・通院等介助、通院等乗降介助（通院にかかる移動・通院先での介助等） 

重度訪問介護（入浴・排泄・食事の手助けや外出時の移動支援） 

  ※重度の障がいがあり、常に介護が必要な方 

同行援護（外出時に同行しての移動支援や外出先での代筆・代読） 

  ※視覚障がいがあり、単独での移動が難しい方 

■利用時間 障害支援区分ごとに、利用可能なサービス量（単位）の上限がありますので、基準の範囲内にお

いて、本人の障がい状況や家族等介護者の状況を勘案した上で、１カ月あたりの利用時間数を決

定します。 

 

２ 自立生活援助                                           

定期的に居宅を訪問し、状況の確認を行い、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。 

■対象者  入所施設や病院から地域での一人暮らしに移行し、理解力や生活力に不安がある方 

（家族による支援が見込めない場合を含む） 

 ■内容   ・月２回以上の定期的な居宅訪問による生活状況の確認および必要な助言や医療機関等との連絡

調整。 

       ・訪問、電話、メール等による対応（利用者からの相談等があった場合に限る。） 

■利用期間 利用者ごとに１年以内の期間が設定されます。 
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３ 短期入所（ショートステイ）                                    

在宅の障がい者（児）の介護者の方が、病気・冠婚葬祭・出張等により、家庭での介護が一時的にできなくな

った場合、障がい者（児）の方を施設で介護します。 

■対象者  障害支援区分１以上で日常生活を営むのに支障があり、介護等を要する方 

・ただし、伝染性疾患を有せず、入院加療を必要としない方。 

・介護保険制度対象者を除きます。 

■利用日数 きわめて特別な事情がある場合を除き、同一月内では７日間を上限として利用日数を決定します。 

 

４ 生活介護                                             

障がい者を対象に、施設への通所により、入浴、食事など日常生活上の支援や日中活動の機会の提供などのサ

ービスを行います。 

■対象者  障害支援区分３以上（５０歳以上は区分２以上）で、安定した日常生活を営むのに支障があり、

常時介護等を要する方 

・介護保険制度対象者を除きます。 

■内容   通所し、入浴・昼食・創作活動等のサービスが受けられます。 

■利用時間 調査のうえ、本人の障がい状況等を勘案し、利用できる日数を決定します。   

  

５ 自立訓練（機能訓練・生活訓練）                                  

在宅の障がい者の方を対象に、施設を利用して一定の期間、身体機能または生活能力の維持・向上等のために

必要な訓練を行います。 

■対象者  地域生活を営む上で、身体機能、生活能力の維持・向上などの機能訓練等を要する方 

■内容   通所または訪問し、家事等日常生活能力を向上するための訓練サービスが受けられます。 

■利用時間 調査のうえ、本人および事業所と協議し、利用できる日程を決定します。 

 

６ 就労継続支援（A 型）                                        

就労を希望する障がい者を対象に、雇用契約を結び、施設への通所により一定の期間において就労や生産活動

の機会を提供し、訓練や就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練サービスを行います。                         

■対象者  一般の事業所で働くのが困難な方であるが、雇用契約に基づく就労が可能な６５歳未満の方 

■内容   雇用契約を結び、就労機会を提供し、知識能力を高めるための訓練を行います。 

■利用時間 調査のうえ、本人および事業所と協議し、利用できる日数を決定します。 

 

７ 就労継続支援（B 型）                                        

就労を希望する障がい者を対象に、施設への通所により、就労や生産活動機会を提供し、（雇用契約を結ばない）

就労に必要な知識や能力向上のために必要な訓練サービスを行います。 

■対象者  障がいの状況や年齢的な理由により、一般企業や雇用型の事業所等で働くのが困難な方 

■内容   事業所内において、就労の機会や生産活動の機会を提供することで訓練を行います。 

■利用時間 調査のうえ、本人および事業所と協議し、利用できる日数を決定します。 
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８ 就労移行支援                                            

就労を希望する障がい者を対象に、一般企業などへの就労に向けて、事業所内や企業における作業訓練や実習、

適性にあった職場探し、就労後の職場定着のための支援等を行います。 

■対象者  単独で就労することが困難であるため、就職のための支援が必要な６５歳未満の方 

■利用期間 利用者ごとに２４カ月以内の利用期間が設定されます。 

 

９ 就労選択支援                                       

働く力と希望のある障がい者に対し、自分の働き方について考えることをサポート（考える機会の提供含む）

するとともに、就労継続支援を利用しながら就労に関する知識や能力が向上した障がい者には、本人の希望も重

視しながら、就労移行支援の利用や一般就労等への選択の機会を適切に提供することを目的とします。 

■対象者  就労移行支援又は就労継続支援を利用する意向を有する者及び現に就労移行支援又は就労継続支

      援を利用している者 

■利用期間 原則１カ月 

※詳細については、当市ＨＰ（下記ＵＲＬ参照）をご確認ください。 

 https://www.city.kushiro.lg.jp/kenfuku/fukushi/1004747/1004760/1009898/1017227.html 

 

１０ 就労定着支援                                            

就労移行支援等を利用し、一般就労に移行した障がい者の就労に伴う生活上の支援のため、事業所・家族との

連絡調整等の支援を行います。 

■対象者  就労移行支援、就労継続支援、生活介護、自立訓練の利用を経て一般就労へ移行した障がい者で、

就労に伴う環境変化により生活面の課題が生じている方 

■利用期間 利用者ごとに３年以内の利用期間が設定されます。 

 

１１ 地域相談支援                                            

【地域移行支援】 

施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等に入所・入院している障がい者等に対して、住居の確保や地域にお

ける生活に移行するための支援を行います。 

■対象者  施設、精神科病院、保護施設、矯正施設等に入所・入院している障がい者等のうち地域生活への

移行のための支援が必要と認められる方 

■利用期間 利用者ごとに６カ月以内の利用期間が設定されます。 

【地域定着支援】 

 居宅において単身等で生活する障がい者に対して、常時連絡体制を確保し、緊急時の相談等に対応します。 

■対象者  居宅において単身等であるため、緊急時の支援が見込めない状況にある障がい者 

■利用期間 利用者ごとに１年以内の利用期間が設定されます。 

 

 

マイナンバー 

マイナンバー 

マイナンバー 

マイナンバー 



６ 

 

 児童福祉法の規定による障害児通所支援  
 

１２ 放課後等デイサービス、児童発達支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援                  

１８歳未満の就学されている障がい児、又は未就学児を対象に、身近な療育の場で日常生活における基本的な

動作の指導や集団生活への適応訓練などの支援を行います。 

■対象者  療育訓練を必要とする障がい児 

■内容   通所又は居宅訪問により、個別療育や集団療育の訓練が受けられます。 

■利用時間 調査のうえ、本人の障がい状況・発達状況を勘案し、利用できる日数を決定します。 

※１８歳に達した後においても、引き続き利用される場合等はご相談下さい。 

 

 地域生活支援事業（市町村ごとのサービス）  

１３ 地域活動支援センター事業                                     

障がい者（児）に日中活動の場を提供します。 

■対象者  釧路市内に居住している障がい者（児）の方 

■内容   通所し、創作・生産活動やスポーツ活動などの支援を行います。 

■利用負担 自己負担はありません。ただし、事業所によって昼食代、送迎代などの負担があります。 

■申込先  次の事業所へ直接お申し込みください。 

事業所名 住所 電話番号 

地域生活支援センター・ハート釧路 釧路市東川町１４番９号 32-7400 

地域活動支援センター ザックル 釧路市柏木町２番８号 44-5500 

地域活動支援センター 親子の家 釧路市春採１丁目４番１２号 64-7320 
 

１４ 障がい者移動支援事業                                         

在宅の障がい者（児）の外出（通院を除く）支援を行うサービスです。 

 ■対象者  市内に居住する在宅の障がい者（児）であって、次のいずれかに該当する方 

・障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳）をお持ちの方 

・障害福祉サービス受給者証をお持ちの方 

・障害児通所支援受給者証をお持ちの方 

・障がいを有することを証明できる書類を有している方 

■内容   通院以外の外出支援や外出先での見守り、付き添い等 

       ※通院は居宅介護の通院介護になります。また恒常的な外出（通勤・通学・通所等）には利用で

きません。 

■利用負担 １時間未満４００円。以降、３０分増すごとに１００円ずつ加算され、５時間３０分以上の利用

については一律１，４００円となります。 

       このほか、サービス提供時の交通費（本人、介護者等）は実費負担になります。 

■問合せ・申請先 

  障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎３１－４５３７） 

       阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

       音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

■申請に必要なもの 身体障害者手帳または障がいを有することを証明できる書類 
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１５ 障がい者日中一時支援（タイムケア）事業                              

在宅の障がい者（児）の施設における日中の一時預かり、自宅における見守り等の支援を行うサービスです。 

 ■対象者  市内に居住する在宅の障がい者（児）であって、次のいずれかに該当する方 

・障害者手帳（身体障害者手帳・療育手帳・精神保健福祉手帳）をお持ちの方 

・障害福祉サービス受給者証をお持ちの方 

・障害児通所支援受給者証をお持ちの方 

・障がいを有することを証明できる書類を有している方 

■内容   日中の施設における一時預かりや自宅に介護者を派遣して見守り等のサービスを行います。 

■利用負担 １時間未満４００円。以降、３０分増すごとに１００円ずつ加算され、５時間３０分以上の利用

については一律１，４００円となります。（事業所ごとに食事代等の実費負担がある場合があります。）  

■問合せ・申請先 

  障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎３１－４５３７） 

       阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

       音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

■申請に必要なもの 身体障害者手帳または障がいを有することを証明できる書類 

 

１６ 重度障がい者・児訪問入浴サービス事業                                     

在宅の重度障がい者（児）の入浴を行うサービスです。 

■対象者  在宅の方で、生活介護やホームヘルパーによる入浴介助での入浴が困難な重度の障がいを持つ方 

・申請後、訪問調査を行い決定します。介護保険制度対象者は除きます。 

■内容   自宅に組み立て式の浴槽を運び入れて入浴サービスを行います。 

■利用負担 市民税課税世帯は自己負担あり。（詳細は下記申請先にお問合せください。） 

■問合せ・申請先  

 障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎３１－４５３７） 

       阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

       音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

■申請に必要なもの 身体障害者手帳 

 

１７ コミュニケーション支援事業                                    

聴覚に障がいのある方の意思疎通を円滑にするため、手話通訳者や要約筆記者の派遣を行います。 

■対象者  聴覚障がい者 

■派遣内容 手話や要約筆記をコミュニケーションの手段としている方の意思疎通を円滑にするためのお手伝

いをします。 

■利用条件 市が認める内容の派遣であり、意思疎通を円滑にするため必要と認められる場合 

（ただし、ご利用の際は事前に申請が必要） 

■利用回数 回数制限はありません。 

■利用負担 自己負担はありません。 

■問合せ先 身体障害者福祉センター（川北町４－１７ ☎２４－７４７１ FAX２４－７４５９） 
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１８ 障がい者基幹相談支援センター事業                                

地域の相談支援の中心となる総合的な拠点として、相談支援事業所と協力しながら、より専門的な相談支援を

行い、地域で生活しやすいようにサポートします。 

■対象者  市内（サービスの実施主体が釧路市であれば利用者が市外でも可能）に居住する障がいのある方、

又は障がいの疑いのある方、及びその家族 

■内容   専門的で困難性の高い相談を受付けます。 

■利用負担 自己負担はありません。 

■相談先  障がい者基幹相談支援センター 

釧路のぞみ協会 自立センター内 双葉町１７番１０号 ☎６５－７３８０ 

 

１９ 障がい者虐待防止センター事業                                   

「障害者の虐待防止、障害者の擁護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）」が平成 24年 10 月 1

日に施行されました。障がいをお持ちの方に対する虐待は、その尊厳を害すものであり、障がい者の自立と社会

参加にとって虐待防止を図ることが極めて重要です。この推進のために、市では、虐待防止センターを設置し、

障がいをお持ちの方の尊厳を尊重し、安心して暮らせることを目指した取り組みを進めています。 

■対象者  市内に居住する障がいのある方（サービスの実施主体が釧路市であれば利用者が市外でも可能）、

又は障がいの疑いのある方、及びその家族 

■内容   虐待や権利擁護についての相談を受付けます。 

■利用負担 自己負担はありません。 

■相談先  障がい者虐待防止センター 

株式会社 サハスネット（共栄大通３丁目２番８号 クレインライズⅠ－１） 

☎０７０－５２８２－９７７７ ＦＡＸ６４－６２２８ 

 

 福祉用具の手続き  

２０ 補装具の交付・修理・貸与                                        

身体の障がいのある部分を補い、日常生活や職業生活をしやすくするために必要な用具を「補装具」といいま

す。専門機関の判定により、補装具の交付や修理、貸与が受けられます。（判定には１ヶ月程、要する場合もあり

ます） 

※病院等で作成したケガや病気の治療のための装具等は治療材料に当たるため、対象になりません。 

※事前申請が必要です。既に購入したものに関しては、対象になりません。 

※貸与ができる場合 

成長に伴って短期間での交換が必要となる場合や、障がいの進行により短期間の利用が想定される場合など、

購入より貸与が適切と考えられる場合は、貸与が可能になります（歩行器、姿勢保持装置等）。 

■対象者  身体障害者手帳１～６級をお持ちの方 難病患者等   

■交付種類 肢体不自由   義肢（義手・義足）・装具・車いす・電動車いす・姿勢保持装置・ 

歩行器・歩行補助杖・重度障害者用意思伝達装置 

視覚障がい   視覚障害者安全つえ・義眼・眼鏡 

聴覚障がい   補聴器（重度難聴型・高度難聴型）等  

マイナンバー 
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言語機能障がい 重度障害者用意思伝達装置     

■自己負担 市民税課税世帯は費用の１割負担になります。 

・本人と配偶者（児童は保護者の世帯員）の市民税課税状況により負担上限月額が設けられます 

（月額３７，２００円まで）。ただし、給付を受けようとする１８歳以上の障がい者等本人また

はその配偶者の所得割額が４６万円以上である場合は対象になりません。 

・市民税非課税世帯・生活保護受給世帯は、利用者負担はありません 

■問合せ・申請先 

  障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎３１－４５３７） 

阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

■申請に必要なもの 身体障害者手帳・見積書・補装具要否意見書・市民税課税証明書又は非課税証明書等 

＜他法優先について＞ 

○介護保険の要介護認定を受けた方について 

車いす（自走式標準型車いす・介助用標準型車いす）、電動車いす（普通型電動車いす）、歩行器、歩行

補助杖（一本杖を除く）をご希望の方は、介護保険において貸与されない場合に限り、障がい福祉課に

ご相談ください。 

○労災法による年金等の受給者について 

補装具は労災法により支給されますので、釧路労働基準監督署（柏木町２－１２ ☎４２－９７１１）

が申請窓口となります。労災法で支給されない場合に限り、障がい福祉課にご相談ください。 

 

２１ 日常生活用具の給付                                        

「日常生活用具」とは、在宅の重度障がい者（児）又は難病患者等の生活を容易にするためのものです。 

手帳に記載されている障がい名・等級等の条件に応じて、日常生活用具の給付が受けられます。 

※事前申請が必要です。既に購入してしまったものに関しては、対象になりません。 

■対象者・給付種類  「（別表）日常生活用具品目・耐用年数・給付要件等一覧表」のとおり 

■自己負担      ・市民税課税世帯は費用の１割負担になります。 

・本人と配偶者（児童は保護者の世帯員）の市民税課税状況により負担上限月額が 

設けられます。（月額３７，２００円まで）ただし、給付を受けようとする１８歳以

上の障がい者等本人またはその配偶者の所得割額が４６万円以上である場合は対象

になりません。 

・市民税非課税世帯・生活保護世帯は、利用者負担はありません。 

※詳しくはお問い合せください。 

■問合せ・申請先   障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎３１－４５３７） 

阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

■申請に必要なもの  身体障害者手帳・見積書・市民税課税証明書又は非課税証明書等 
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＜他法優先について＞ 

○介護保険の要介護認定を受けた方について 

介護保険において貸与又は、支給対象とならない場合に限り、障がい福祉課にご相談ください。 

介護保険による貸与の 

対象になるもの 

特殊寝台、特殊寝台付属品、じょくそう予防用具、体位交換器、

手すり・スロープ（工事を伴わないもの）、移動用リフトなど 

介護保険による購入費支給の 

対象になるもの 

腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの

つり具など 

 

（別表）日常生活用具品目・耐用年数・給付要件等一覧表 

種目 品目 対象となる障がい種類及び程度の概略 
耐用 

年数 児童 
１８歳 

以上 

介護・ 

訓練支援 

用具 

特殊尿器 
下肢または体幹機能障がい１級（常時介護
を有する者） 

難病患者等で、自力で排尿できない者 
5年 ○（小学生以上） ○ 

特殊マット 

下肢または体幹機能障がい１級（常時介護
を有する者） 

※児童は、下肢または体幹機能障がい２

級以上、もしくは重度知的障がい 

難病患者等で寝たきりの状態にある者 

5年 ○（３歳以上） ○ 

特殊寝台 
下肢または体幹機能障がい２級以上 

難病患者等で寝たきりの状態にある者 
8年 × ○ 

訓練用ベッド 

下肢または体幹機能障がい２級以上 

難病患者等で下肢・体幹機能に障がいの

ある者 

8年 ○（小学生以上） ○ 

訓練いす 下肢又は体幹機能障がい２級以上 5年 ○（３歳以上） × 

入浴担架 
下肢または体幹機能障がい２級以上で、

入浴に介助を必要とする者 
5年 ○（3歳以上） ○ 

体位交換器 

下肢または体幹機能障がい２級以上で、

下着交換等に当たって家族等他人の介助

を要する者 

難病患者等で寝たきりの状態にある者 

5年 ○（小学生以上） ○ 

移動用リフト 
下肢または体幹機能障がい２級以上 
難病患者等で下肢・体幹機能に障がいのある

者 

4年 ○（3歳以上） ○ 

自立生活 

支援用具 

特殊便器 

上肢機能障がい２級以上 

難病患者等で上肢機能に障がいのある者 

重度知的障がいで、訓練を行っても自ら

排便後の処理が困難な児童 

8年 ○（小学生以上） ○ 

入浴補助用具 
下肢または体幹機能障がい、難病患者等

で、入浴に介助を必要とする者 
8年 ○（３歳以上） ○ 

歩行補助つえ（１本杖） 
下肢または体幹機

能障がい 

 

3年 × ○ 
アイスピック 

歩行補助つえに取

り付け可能なもの 

移動・移乗支援用具 

下肢または体幹または平衡機能障がい

で、家庭内の移動において介助を必要と

する者 

難病患者等で下肢が不自由な者 

8年 ○（３歳以上） ○ 
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頭部保護帽 
起立や歩行が不安定で転倒のおそれの

ある者（障がい内容により意見書必要） 
3年 ○ ○ 

保護ブーツ 
在宅の重症心身障がい児・者 

（車イスから足を守るためのブーツ） 
2年 ○（３歳以上） ○ 

聴覚障がい者用 

屋内信号装置 

聴覚障がい２級 
（聴覚障がい者のみまたはこれに準じる世帯で日

常生活上必要と認められる世帯） 

※世帯は住基上ではなく、住居単位 

10年 
× ○ 

火災警報器 8年 

自立生活 

支援用具 

自動消火器 

下肢または体幹機能障がい１級 

視覚障がい２級以上 

呼吸器機能障がい１級 
（火災発生時の自力での消火活動が著しく困難

な障がい者、または難病患者等のみの世帯及び

これに準じる世帯） 

※世帯は住基上ではなく、住居単位 

8年 × ○ 

電磁調理器 
視覚障がい２級以上 
（視覚障がい者のみまたはこれに準じる世帯） 

6年 × ○ 

便器 
下肢または体幹機能障がい２級以上 

難病患者等で常時介護を要する者 
8年 ○（小学生以上） ○ 

歩行者時間延長信号

機用小型送信機 
視覚障がい２級以上 10年 ○（小学生以上） ○ 

在宅 

療養等 

支援用具 

透析液加温器 
腎臓機能障がい３級以上で自己連続携行式

腹膜腎臓機灌流法（ＣＡＰＤ）による透析療法を

行う者 

5年 ○（３歳以上） ○ 

ネブライザー（吸入器） 呼吸器機能障がい３級以上（または同程度 

の障がいと医師が認める者※医師意見書必要） 

難病患者等で呼吸器機能に障がいのある者 

5年 

○ ○ サクション 

（電気式たん吸引器） 
5年 

酸素ボンベ用運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う者 10年 ○ ○ 

視覚障害者用体重計 
視覚障がい２級以上 
（視覚障がい者のみまたはこれに準じる世帯） 

5年 × ○ 

視覚障害者用体温計

（音声式） 
視覚障がい２級以上 
（視覚障がい者のみまたはこれに準じる世帯） 

5年 ○ ○ 

パルスオキシメーター

（動脈血中酸素飽和度

測定器） 

（１）呼吸器機能障がい、心臓機能障がい

又は同程度の身体障がい者、難病患者等

で、在宅酸素療法を行っている者又は人

工呼吸器を装着している者（同程度の障が

いの場合は医師が必要と認めた者） 
 
（２）呼吸器機能障がい、心臓機能障がい

又は同程度の身体障がい者、難病患者等

で、人工呼吸器の装着が必要な方で、か

つ常時精密なデータの管理を必要とする

者、医師が器具の常備が必要であると認

めた者（同程度の障がいの場合は医師が必要
と認めた者） 

5年 ○ ○ 

非常用電源装置 

(発電機、蓄電池、カー

インバーターのいずれ

か 1つを給付するもの

とする) 

在宅の身体障がい者、難病患者等であっ

て、人工呼吸器、酸素濃縮器、電気式たん

吸引器等の生命・身体機能の維持に必要

な電気式の医療機器を日常的に使用して

いる者 

6年 ○ ○ 
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情報・ 

意思疎通 

支援用具 

聴覚障がい者用 

通信装置 

聴覚障がいまたは発声・発語に著しい障

がいを有する者で、コミュニケーション、緊

急連絡等の手段として必要と認められる者 

5年 ○（小学生以上） ○ 

聴覚障がい者用 

情報受信装置 

聴覚障がい者で、本装置によりテレビの

視聴が可能になる者 
6年 ○ ○ 

人工喉頭 喉頭を摘出した者 

4年 

5年 

（電動

式） 

○ ○ 

携帯用会話補助装置 

音声言語機能障がい者または肢体不自

由者で、発声・発語に著しい障がいを有す

る者 

5年 ○（小学生以上） ○ 

情報・ 

意思疎通 

支援用具 

点字ディスプレイ 視覚障がい２級以上 6年 × ○ 

点字器 視覚障がい者 

7年 

5年 

（携帯

型） 

○ ○ 

視覚障がい者用 

ポータブルレコーダー 
視覚障がい２級以上 6年 ○（小学生以上） ○ 

視覚障がい者用 

活字文書読上げ装置 
視覚障がい２級以上 6年 ○（小学生以上） ○ 

視覚障がい者用地上

デジタル対応ラジオ 
視覚障がい２級以上 ５年 ○（小学生以上） ○ 

視覚障がい者用 

拡大読書器 

視覚障がいで本装置により文字等を読む

ことが可能になる者 
8年 ○（小学生以上） ○ 

視覚障がい者用時計 視覚障がい２級以上 10年 ○ ○ 

点字図書 視覚障がい者 ━ ○ ○ 

情報・通信支援用具 
視覚障がい２級以上又は上肢障がい２級

以上 
6年 ○（小学生以上） ○ 

点字タイプライター 

視覚障がい２級以上（本人が就学もしくは

就労しているか又は就労が見込まれる者

に限る） 

5年 ○（小学生以上） ○ 

暗所視支援眼鏡 

以下の（１）～（３）全てに該当する方 

（１）視覚障がいの身体障害者手帳を所持

している方。または、障害者総合支援法の

対象となる難病の方。 

（２）「夜盲」または「視野狭窄」の症状があ

り、眼科の医師により装用効果が認めら

れた方。 

（３）この用具を自分で操作することがで

き、この用具の使用によって、単独での通

学・通勤ができたり、就労や就学等の社会

参加の機会拡大が期待できる方 

8年 ○ ○ 

排泄管理 

支援用具 

ストマ装具 
膀胱または直腸機能障がいなどの排便・

排尿機能障がいを有する者 
━ ○ ○ 

収尿器 
脊椎損傷により排尿コントロールが不十

分な者、排尿機能障がいを有する者 
1年 ○ ○ 
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紙おむつ等 

ストマの著しい変形もしくはストマ周辺の

著しい皮膚のびらんの為ストマ用装具を

装着できない者 

━ 

○（３歳以上） ○ 
二分脊椎による排尿機能障がいまたは排

便機能障がい有する者 
━ 

脳性麻痺等脳原性運動機能障がいにより

排尿もしくは排便の意思表示が困難 
（初回申請時のみ医師意見書必要） 

━ 

 

２２ 日常生活用具（住宅改修費）の給付                               

在宅で生活をする身体障がい者（児）又は難病患者等で移動機能障がいがある方が、段差解消や手すりの設置

など比較的小規模な住環境の改善を行う場合に、これに要する工事費を給付します。 

事前申請が必要です。新築時、改築時、既に改修済みのものは、対象になりません。 

■対象者  下肢機能障がい １～３級 

体幹機能障がい １～３級 

乳幼児以前の非進行性脳病変による運動機能障がい（移動機能障がいに限る） １～３級 

☆ただし、特殊便器を設置する場合は上肢機能障がい２級以上の方。 

難病患者等で下肢又は体幹機能に障がいのある方 

■改修種類 ・手すりの取り付け 

・段差の解消  

・滑り防止及び移動の円滑化のための床または通路面の材料の変更 

・引き戸等への扉の取り替え 

・洋式便座等への便器の取り替え 

・その他前各号の住宅改修費に付帯して必要となる住宅改修 

（玄関から道路までの通路部分など屋外における改修工事も対象） 

■給付上限額 ２０万円（原則１回） 

※全体工事費が給付上限額内に収まることとします。（独立した工事として成立することが条件） 

■自己負担 ・市民税課税世帯は費用の１割負担になります。 

・本人と配偶者（児童は保護者の世帯員）の市民税課税状況により負担上限月額が設けられます。

（月額３７，２００円まで）ただし、給付を受けようとする１８歳以上の障がい者等本人また

はその配偶者の所得割額が４６万円以上である場合は対象になりません。 

・市民税非課税世帯・生活保護世帯は、利用者負担はありません。 

■問合せ・申請先 

  障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎３１－４５３７） 

阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

■申請に必要なもの 身体障害者手帳・見積書・市民税課税証明書、非課税証明書等 
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２３ 自助具の給付                                           

「自助具」とは、重度身体障がい者（児）の日常生活上の動作を補う用具のことです。 

身体障害者手帳に記載されている障がい名・等級に応じて、自助具の給付が受けられます。 

事前申請が必要です。既に購入したものに関しては、対象になりません。 

■対象者  身体障害者手帳１～２級をお持ちの方 

※生活保護受給世帯、所得税非課税世帯の方に限ります。 

※障がいの状況などについて聞き取り調査を行い、必要と判断された場合に給付を受けることが

できます。 

■給付種類 ・読書スタンド（寝たまま読書ができるもの） 

・ページめくり（上肢障がい者が読書に使用できるもの） 

・ヘルプハンド（上肢障がい者が物をつかむのに使用できるもの） 

・トイレ付ベッド（ベッドに便器がついたもの） 

・トイレ用トランスファーボード（車いすから洋式便座への乗移りを容易にするもの） 

・洗髪器（寝たままの状態で洗髪できるもの） 

・入浴用リフト（入浴用に回転、上下移動が可能なもの） 

・ベッド用テーブル（ベッドで背を起こした状態のままで使用できるもの） 

・難燃性寝具（防災製品認定協会の認定ラベルのあるもの） 

・空気清浄器（空気の消臭殺菌に効果のあるもの） 

・排泄環境用具（汚物流し等及び配管等関連工事一式） 

■自己負担 世帯の市民税課税状況等により、以下のとおりの自己負担があります。 

・生活保護受給世帯                          ０円 

・市民税非課税世帯                      １，１００円 

・所得税非課税世帯（市民税所得割非課税・均等割のみ課税世帯） ２，２５０円 

・所得税非課税世帯（市民税所得割課税世帯）          ２，９００円 

■申請先  障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎３１－４５３７） 

阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

■申請に必要なもの 身体障害者手帳・見積書 等 

 

２４ 難聴児補聴器購入費等助成事業                                          

 身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度の難聴の児童（18歳未満）に補聴器購入費等を助成します。 

 ■対象者   次の全ての要件を満たす市内に住所を有する 18歳未満の児童 

        １．両耳の聴力レベルが 30デシベル以上で、身体障害者手帳の交付対象とならない難聴児であ

ること。 

        ２．中耳炎等の急性疾患による一時的な聴力低下ではなく、耳鼻咽喉科的治療により、聴力が

回復する見込みがないこと。 

        ３．補聴器の使用により、言語の習得等一定の効果が期待できると医師に判断された方。 

 ■助成内容  ・購入 高度難聴用耳かけ型補聴器補装具基準額（1台あたり４６，４００円）を助成限度額 

とします。 
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        ・修理 耳かけ型修理基準額と実際の補聴器修理に要する費用の、どちらか安い費用を 

            助成します。 

 ■利用負担  市民税非課税世帯・生活保護受給世帯は、利用者負担はありません。 

         市民税課税世帯は費用の 1割負担になります。 

■申請先   障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎３１－４５３７） 

阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

■申請に必要なもの 医師意見書・見積書・課税証明書 等 

 

２５ 緊急通報システム設置事業                                    

自宅で急病により動けなくなったり火災が発生した場合等、緊急事態が発生したとき、簡単な操作により消防

本部に通報できる装置を設置（貸出）し、速やかな救援体制をとるためのものです。 

緊急ボタンを押すと消防本部（１１９番）に通報され、救護体制がとられます。 

■対象者 緊急時の連絡が困難なひとり暮らしの方で、以下の障害等級をお持ちの方 

肢体不自由  １級 

視力障がい  １級 

呼吸器障がい １級 

肢体不自由  ２級（車いすを常用している方） 

■費用  貸出・設置及び撤去に要する費用は無料です。 

貸出のため、破損・紛失時には弁償していただきます。 

※平成３１年度から電池交換における電池代は利用者負担となります。 

■申請先 障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎３１－４５３７） 

阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 
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 医療制度について  

２６ 重度心身障がい者医療費助成制度                                  

重度の心身障がい者を対象とする医療費助成制度です。 

■対象者   身体障害者手帳１～３級をお持ちの方 

ただし、３級をお持ちの方は 

心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫、肝臓の機

能障害 のいずれかに該当する方のみ 

■対象条件  上記の対象者で、次のいずれにも該当する方が対象になります。 

・健康保険加入者 

※６５歳以上の方は、後期高齢者医療制度に加入している方のみ助成対象となります。 

・釧路市に住民登録をしている方 

※生活保護受給者、児童福祉施設入所者は対象になりません。 

※本人を含め、生計を維持している方等の所得制限があります。 

■助成内容  保険診療のうち、自己負担分（医療機関への支払分）から高額療養費等の保険給付分及び法令

等の規定により国等から給付された医療費分を控除した額の全部、又は一部が助成されます。

入院時の食事療養費については助成されません。 

【医療費の自己負担】 

受給対象者 入通院区分 自己負担額 

市民税

非課税 

世帯者 

全年齢 入院・通院 なし 

市民税

課  税 

世帯者 

0 歳～18 歳の年度末まで 入院・通院 なし 

18 歳以上 入院・通院 総医療費の 1 割 

  ※更生医療及び育成医療の自己負担分も同様に助成します。 

■助成開始日 受給者証の交付申請をした日から 

・転入者については、前住地で重度心身障がい者医療費助成を受けていた場合は転入日から 

・身体障害者手帳交付月の翌月までに申請した場合は、最大で手帳交付日の属する月の初日ま

で遡ることができます。 

■問合せ・申請先 

医療年金課医療給付係（釧路市役所防災庁舎２階１１番窓口 ☎３１－４５２６ 直通） 

        阿寒町行政センター市民課市民サービス係（☎６６－２２１０ 直通） 

        音別町行政センター市民課市民サービス係（☎０１５４７－６－２２３１ 代表） 

■申請に必要なもの 身体障害者手帳・健康保険の加入を証する書類等 

特定疾病、特定疾患等その他の医療証（お持ちの方のみ） 

転入者等については、課税権のある市区町村から発行された所得を証する書類が必要となる 

場合があります。 
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２７ 後期高齢者医療制度による医療給付                                 

身体障害者手帳をお持ちの一部の方は、後期高齢者医療制度に加入し医療を受けることができます。 

現在、加入している国民健康保険や社会保険などの健康保険制度から脱退することとなり、また、保険料の 

負担があります。 

■対象者   ６５歳以上７５歳未満の方で、次のいずれかに該当する方 

(1)身体障害者手帳１～３級をお持ちの方 

(2)身体障害者手帳４級を持っている方のうち、次のいずれかに該当する方 

・下肢障がい 両下肢のすべての指を欠くもの 

・下肢障がい 一下肢を下腿の二分の一以上で欠くもの 

・下肢障がい 一下肢の機能の著しい障がい 

・音声、言語障がい 

■給付内容  病気やケガの治療、入院した場合の医療費など、今までの健康保険制度で受けられていた内容

と基本的に同じです。 

■自己負担  医療機関での負担は被保険者の前年の所得等を基に、１割～３割となります。 

要件 自己負担割合 

①住民税の課税所得１４５万円以上の被保険者と同一世帯にいる方 ３割 

②住民税課税世帯で同一世帯に課税所得２８万円以上の被保険者が

いる場合に、「年金収入＋年金以外の合計所得金額」が 

 ●被保険者が１人の場合   →２００万円以上 

 ●被保険者が２人以上の世帯 →３２０万円以上 

２割 

③住民税非課税世帯の方、住民税課税世帯で②に該当しない方 １割 

※人工透析治療を受けている方等は、「特定疾病療養受療証」を交付しますので、申請時にお申

し出ください。 

■給付開始日 ６５歳の誕生日から 

申請日が誕生日以降である場合は、申請日から 

■問合せ・申請先  

 医療年金課医療給付係（釧路市役所防災庁舎２階１１番窓口 ☎３１－４５２６ 直通） 

        阿寒町行政センター市民課市民サービス係（☎６６－２２１０ 直通） 

        音別町行政センター市民課市民サービス係（☎０１５４７－６－２２３１ 代表） 

■申請に必要なもの 身体障害者手帳 

 

２８ ひとり親家庭等医療費助成制度                                   

配偶者が重度の障がいを持つ母（父）と子を対象とする医療費助成制度です。 

■対象者   母親（父親）と１８歳未満の子のうち、次の全てに該当する方 

(1)父親(母親)に重度の障がいがあること  

(2)母親(父親)が１８歳未満の子を扶養していること 

※１８歳未満とは、１８歳に達した年度末までの子をいいます。 

■対象条件  上記の対象者で、次のいずれにも該当する方が対象になります。 

・釧路市に住民登録をしている方 

マイナンバー 
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・健康保険加入者 

※受給者を含め、生計を維持している方等の所得制限があります。 

※１８歳以上２０歳未満の子を進学等により引き続き扶養している場合も、対象となる場合が

あります。 

※生活保護を受けている方、児童福祉施設等に入所されている方、子を里親等に委ねている方 

 は対象になりません。 

■助成内容  保険診療のうち、自己負担分（医療機関への支払分）から高額療養費等の保険給付分及び法令

等の規定により国等による医療費の給付がされた分を控除した額の、全部又は一部が助成され

ます。入院時の食事療養費については助成されません。 

【医療費の自己負担】 

受給対象者 入通院区分 自己負担額 

市民税

非課税

世帯者 

全年齢 
入院・通院 

（親は入院のみ） 
なし 

市民税

課税 

世帯者 

0 歳～18 歳の年度末まで 入院・通院 なし 

18 歳から 20 歳未満 入院・通院 
総医療費の 1 割 

親 入院 

■助成開始日 受給者証の交付申請をした日から 

■問合せ・申請先 

   医療年金課医療給付係（釧路市役所防災庁舎２階１１番窓口 ☎３１－４５２６ 直通） 

        阿寒町行政センター市民課市民サービス係（☎６６－２２１０ 直通） 

        音別町行政センター市民課市民サービス係（☎０１５４７－６－２２３１ 代表） 

■申請に必要なもの 健康保険の加入を証する書類等・父（母）の身体障害者手帳 

転入者等については、課税権のある市区町村から発行された所得を証する書類が必要と

なる場合があります。 

その他、必要に応じて在学証明書等の提出を求めることがあります。 

 

２９ 自立支援医療（育成医療）                                    

１８歳未満の障がい児等であって、確実な医療効果が期待できる場合、育成医療が受けられます。 

■対象者  １８歳未満の身体に障がいのある児童や、現存する疾患を放置すると将来において障がいを残す

と認められる児童 

■医療機関 利用できる医療機関は指定されています。 

■自己負担 原則、医療費用の１割負担になります。 

・本人世帯（保険証の世帯）の市民税課税状況と収入等（本人、保護者または世帯員）により負

担額上限が設けられます。（生活保護受給者は負担がありません。） 

・重度医療・母子医療を受けている場合は、自己負担分の助成を受けることができます。 

■問合せ・申請先 

  障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎２３－５２０１） 

       阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

 

マイナンバー 
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■申請に必要なもの（詳しくはお問い合せください。） 

・健康保険の資格を証する書類 ・自立支援医療（育成医療）意見書 

・市民税課税状況、収入等がわかる証明書類 等  

 

３０ 自立支援医療（更生医療）                                     

更生医療は、一般医療を終えて、すでに治癒（欠損・不完全治癒等含む）した障がい（身体障害者手帳で認定

された障がい）に対し、障がい者の日常生活能力または職業能力を回復もしくは獲得することを目的として行う、

総合的なリハビリテーション医療です。 

■対象者  ・１８歳以上の方で身体障害者手帳の交付を受けている方 

      ・生活保護受給者又は各種健康保険加入者（国民健康保険・後期高齢者医療・社会保険・健康保

険組合・共済組合など） 

■対象医療 視覚障がい      角膜移植術、白内障手術、網膜剥離手術 など 

聴覚障がい      外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、人工鼓膜、人工内耳 など 

音声・言語機能障がい 口唇形成術、口蓋形成術、人工喉頭 など 

そしゃく機能障がい  歯科矯正治療 など 

肢体不自由      関節形成術、人工関節置換術、理学療法、作業療法 など 

心臓機能障がい    弁形成術、大動脈一冠動脈バイパス術、ﾍﾟｰｽﾒｰｶｰ植込み術など 

じん臓機能障がい   人工透析療法、腎移植術、抗免疫療法 など 

小腸機能障がい    中心静脈栄養法 など 

肝臓機能障がい    肝臓移植術、肝臓移植後の抗免疫療法 

免疫機能障がい    抗ＨＩＶ療法、免疫調整療法 など 

■医療機関 利用できる医療機関は指定されています。 

■自己負担 原則、医療費用の１割負担になります。 

・本人世帯（保険証の世帯）の市民税課税状況と収入等により負担額上限が設けられます。（生活

保護受給者は負担がありません。） 

■問合せ・申請先 

障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎２３－５２０１） 

       阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

■申請に必要なもの 健康保険の資格を証する書類・特定疾病療養受療証（人工透析など該当する疾病で、お

持ちの方のみ）・自立支援医療（更生医療）意見書・市民税課税状況、収入等がわかる証

明書類 等 
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 年金・手当について  

３１ 障害年金                                            

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受

け取ることができる年金です。 

受給するためには納付要件などの要件がある他、障がいなどの状況により手続きも異なりますので、お早めにご相

談ください。 

 

■相談・請求手続き窓口 

障がいの原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日（以降「初診日」）の年金加入状況 

によって、相談・請求手続きの窓口が変わります。 

※相談の際には、基礎年金番号のわかるもの、身体障害者手帳等をお持ちの方はご持参ください。 

年金種類 初診日の年金加入状況 相談・請求手続き窓口 

 

 

 

障害基礎 

年金 

 

 

 

■初診日が２０歳前にある場合 

■初診日が第１号被保険者期間中にある場合 

■初診日が６０歳以上６５歳未満の間にある場合 

■医療年金課年金係 

釧路市役所防災庁舎２階１０番窓口  

直通０１５４－３１－４５３２  

■阿寒町行政ｾﾝﾀｰ市民課市民ｻｰﾋﾞｽ係 

直通０１５４－６６－２２１０  

■音別町行政ｾﾝﾀｰ市民課市民ｻｰﾋﾞｽ係 

代表０１５４７－６－２２３１  

■初診日が第３号被保険者期間中にある場合 

※第３号被保険者とは、厚生年金・共済組合加入者に

扶養されている２０歳以上６０歳未満の配偶者 

■釧路年金事務所 

０１５４－２５－１５２１ 

※音声案内が２回流れます。最初は「１」、２

回目は「２」を選択してください。 
障害厚生 

(共済)年金 

■初診日が厚生年金の加入期間中にある場合 

■初診日が共済組合の加入期間中にある場合 ■各共済組合 

 

■障害年金に該当する状態・金額     

等級 該当する状態 障害基礎年金額 障害厚生年金額 

1 級 
他人の介助を受けなければ日常

生活のことがほとんどできない。 

年額１,０５９，１２５円 

（月額８８，２６０円） 

＋子の加算 

報酬比例の年金額×1.25 

＋配偶者の加給年金 

＋障害基礎年金 

2 級 

必ずしも他人の助けを借りる必

要はなくても、日常生活は極めて

困難で、労働によって収入を得る

ことができない。 

年額８４７，３００円 

（月額７０，６０８円） 

＋子の加算 

報酬比例の年金額 

＋配偶者の加給年金 

＋障害基礎年金 

3 級 
労働が著しい制限を受ける、また

は、労働に著しい制限を加えるこ

とを必要とする。 
－ 

報酬比例の年金額 
（最低保証額 年６３５，５００円） 

障害手当金 

（一時金） 
３級よりも軽いが認定基準に定

める障がいがある。 
－ 

報酬比例の年金額×２を一時金

として支給 
（最低保証額 年１，２７１，０００円） 

・障害年金の等級は、身体障害者手帳等の等級とは異なります。 

・昭和 31 年 4 月 1 日以前生まれの方の障害基礎年金額と障害厚生年金３級及び障害手当金の最低保証額は表

の金額と異なります。 

・障害厚生年金の「報酬比例の年金額」とは、これまで加入していた報酬額や期間等により計算されます。 

・「子の加算」、「配偶者の加給年金」とは、受給者に生計を維持されている対象者がいる場合に受け取ることが

できます（年齢制限等あり）。配偶者と子１～２人目 年２４３，８００円、子３人目以降 年８１，３００円 

・障害年金２級以上を受けている国民年金加入者（２０歳から６０歳までの第１号被保険者）は、届け出をす

ることにより国民年金保険料（月額１７，９２０円）が免除されます。 



２１ 

 

３２ 労働災害の年金                                          

業務上の災害、通勤途中の災害などに保険給付が行われます。 

 障がいが固定した場合等に、障害保障年金、障害保障一時金、障害年金、障害一時金等が支給されます。また、

厚生年金と併給される場合もあります。 

■申請先   釧路労働基準監督署（柏木町２－１２ ☎４２－９７１１） 

 

３３ 特別障害者手当                                          

著しい重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障がい者に手当を支給する制

度です。 

■対象者  ・２０歳以上の在宅の障がい者で、重度の障がいが重複（２つ以上）するなど、日常生活におい

て常時特別の介護を必要とする方。 

・申請には医師の診断書が必要となります。 

■支給制限 ・病院又は診療所に継続して３か月を超えて入院されている場合や施設等に入所されている場合

は受給できません。 

        （退院後、受給資格があれば、再度受給できます。） 

・本人または扶養義務者の所得によって、所得制限があります。 

■支給額  月額 ３０，４５０円 

■問合せ・申請先 

障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎２３－５２０１） 

阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

 

３４ 障害児福祉手当                                          

重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時介護を必要とする障がい児に手当を支給する制度です。 

■対象者  ・２０歳未満であって、重度の障がいがあるため日常生活において常時の介護を必要とする児童。 

      ・申請には医師の診断書が必要となります。 

■支給制限 ・福祉施設等に入所している場合は支給できません。 

・児童または扶養義務者の所得により、所得制限があります。 

■支給額  月額 １６，５６０円 

■問合せ・申請先 

障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎２３－５２０１） 

阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

 

 

 

 

マイナンバー 

マイナンバー 

マイナンバー 
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３５ 特別児童扶養手当                                          

障がいのある児童（２０歳未満）を養育している方に支給されます。 

■対象者  身体の障がいがあって、日常生活が著しく制限される児童を養育している保護者。 

      ※身体障害者手帳を所持していても、必ず該当になるとは限らず、申請には診断書の提出が必要

となります。 

      ※身体障害者手帳が１～３級の児童は、診断書を省略できることがあります。 

      詳しくはお問い合わせください。 

■支給制限 児童が福祉施設に入所している場合は支給できません。 

・保護者（受給者）や扶養義務者の所得により、所得制限があります。 

・障害児福祉手当・児童扶養手当と併給できます。 

■支給額  手当１級 月額 ５８，４５０円 

手当２級 月額 ３８，９３０円 

■問合せ・申請先 

  こども支援課こども支援係（釧路市役所防災庁舎２階１２番窓口 ☎３１－４５４０ 直通） 

阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

 

３６ 児童扶養手当                                           

ひとり親が対象の手当ですが、父（母）が重度の障がい者になった場合、その妻である児童の母（夫である児

童の父）等をひとり親とみなし、児童扶養手当が支給されます。 

■対象者   児童（１８歳に達する日以後の最初の３月３１日まで、特別児童扶養手当対象児の場合は２０

歳未満）を養育する親のうち夫（妻）が重度の障がい（障害年金等１級相当）の状態にある方。      

■対象の制限 次の場合は対象になりません。 

・児童が里親に委託されている。 

・児童が婚姻している。 

・児童が福祉施設に入所している。 

■支給額 児童１人の場合 全部支給 月額 ４８，０５０円 

  一部支給 月額 １１，３４０円～４８，０４０円 

     

 児童２人目以降の加算額 全部支給 月額 １１，３５０円 

  一部支給 月額 ５，６８０円～１１，３４０円 

     

     

■問合せ・申請先 

   こども支援課こども支援係（釧路市役所防災庁舎２階１２番窓口 ☎３１－４５４０） 

阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

 

マイナンバー 

マイナンバー 
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 交通機関の優遇制度について  

３７ ＪＲ旅客運賃割引制度                                                                       

旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に「第１種」または、「第２種」とある身体障害者手帳に対するＪＲ旅客運賃

の割引制度です。詳しくはＪＲ窓口でご確認下さい。 

■一覧表 

種別 割引対象者 乗車券類の種別 割引率 割引条件等 

第
１
種 

手帳所持者のみ 普通乗車券 

５割 

・片道１０１キロ以上の利用に限る 

手帳所持者と 

介護者 

普通乗車券 

回数乗車券 

普通急行券 

定期乗車券 

・介護者の割引は一人のみ 

・小児の定期乗車券は割引の適用なし 

・手帳所持者と介護者は、同一種類・区間

の乗車券類を同時に購入する必要があり

ます 

・介護者が通学定期乗車券を購入できる資

格を持っていても、割引を適用した通勤

乗車券が発売されます 

第
２
種 

手帳所持者のみ 普通乗車券 ・片道１０１キロ以上の利用に限る 

手帳所持者 
（１２歳未満に限る） 
と介護者 

定期乗車券 

・介護者の割引は一人のみ 

・小児の定期乗車券は割引の適用なし 

・手帳所持者と介護者は、同一種類・区間

の乗車券類を同時に購入する必要があり

ます 

・介護者が通学定期乗車券を購入できる資

格を持っていても、割引を適用した通勤

乗車券が発売されます 

■手続先    各ＪＲ駅窓口（切符購入の際に身体障害者手帳を提示してください） 

※令和６年３月より「障がい者用 Kitaca」が発売されました。詳しくは、ＪＲ駅窓口でお問い合わせください。 

 

３８ バス運賃割引制度                                         

路線バス運賃の割引制度です。 

■対象者及び割引内容 ・第一種身体障害者    本人及び介護者 ５割引（１０円未満切上） 

・第二種身体障害者    本人のみ    ５割引（１０円未満切上） 

■対象路線      くしろバス株式会社、阿寒バス株式会社、根室交通株式会社、網走観光交通株式会社

が運行する一般定期バス路線及び都市間バス路線とする。 

■手続先       降車するときに、乗務員に障がい内容がわかるように身体障害者手帳を提示し、料金

を支払ってください。（網走観光交通株式会社は乗車時に手帳提示） 

 

３９ タクシー運賃割引制度                                       

タクシー運賃の割引制度です。 

■対象者       身体障害者手帳をお持ちの方 

■割引内容      １割引（障がい者本人が同乗している場合のみ） 

■手続先       乗務員（運転手）に身体障害者手帳を提示し、料金を支払ってください。 

 



２４ 

 

４０ 航空運賃割引制度                                        

航空運賃の割引制度です。割引運賃額は、各航空事業者または路線によって異なります。 

■適用範囲     身体障害者手帳の交付を受けている満１２歳以上の方及び介護者１名 

■購入手続     航空券購入時に航空券販売窓口へ身体障害者手帳を提示する。 

■詳細事項     ご購入希望の各航空会社へお問合せください。 

 

４１ 有料道路通行料金割引制度                                   

高速道路等の有料道路において、要件を満たす自動車（ＥＴＣ利用車は事前登録された１台に限る）に対して

実施される割引制度です。割引制度の利用には、どちらの場合でも窓口での事前申請が必要です。 

■対象要件 

【自動車登録が必要なもの】 

 ＥＴＣレーン利用での割引 

  ①身体障がい者が自ら運転する乗用自動車等（本人又は本人の親族等が所有するもの） 

②第１種身体障がい者が乗車し、その移動のために介護者が運転する乗用自動車等（本人又は本人の親族等

又は日常的に介護している方が所有するもの） 

 ※どちらの場合も、障がい者の方お一人につき１台、所有者氏名が個人名義のものに限り、営業車は対象と

なりません。 

【自動車登録が必要でないもの】 

一般レーン利用での割引 

①身体障がい者が自ら運転するもので、レンタカー、社会福祉協議会等の貸出車両、車検・修理時の代車、

友人等が所有する自家用乗用車等含む乗用自動車等 

②第１種身体障がい者が乗車し、その移動のために介護者が運転するもので、レンタカー、社会福祉協議会

等の貸出車両、車検・修理時の台車、友人等が所有する自家用乗用車等、タクシー（介護タクシー含む）

や福祉有償運送車両含む乗用自動車等 

※一般レーン、混在レーン又はサポートレーンにて通行いただき、手帳シール貼り付け面の提示にて割引と

なります。 

■利用料金 通常料金の半額 

■申請先  障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口）（受付 １６：００まで） 

阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

 ■オンライン申請 

   ＥＴＣご利用の方は、オンラインでも申請可能です。 

   必要な書類やご利用までの流れ等の詳細につきましては以下のＵＲＬからご確認ください。 

オンライン申請受付サイト：https://www.expressway-discount.jp 

 ■申請に必要なもの ※基本的には全て原本が必要です 

○割引申請において共通で必要なもの 

   ・障がい者ご本人の身体障害者手帳 

   ・障がい者ご本人の運転免許証（障がい者ご本人が運転される場合のみ※１） 

○ＥＴＣ利用での割引申請にのみ必要なもの 

   ・登録を申請される自動車の自動車検査証（又は電子車検証と自動車検査証記録事項※２） 
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   ・ＥＴＣカード（障がい者ご本人名義に限る※３） 

   ・「ＥＴＣ車載器セットアップ申込書・証明書」等の登録を申請される自動車に取り付けられたＥＴＣ車載

器の車載器管理番号が確認できる書類等 

  ※１ 運転免許証の免許情報が記録されたマイナンバーカード（マイナ免許証）の提示も可能です。マイナ

免許証の場合は、マイナポータル又は「マイナ免許証読み取りアプリ」で読み取りの上、顔写真が表示

されている免許証の画面（スクリーンショット又は印刷も可）を提示してください。 

※２ 令和５年１月４日以降の車検証電子化から最低３年間は、国から電子車検証の交付と同時に発行され 

    ますので、一緒に持参してください。 

  ※３ ２０歳未満の重度障がいを持つ方で、ご本人以外の方の運転による割引を受け、かつ障がい者ご本人

が運転しての割引を受けない場合に限り、親権者その他の法定代理人等名義のＥＴＣカードも対象とな

ります。 

■問合せ先 東日本高速道路株式会社 ＮＥＸＣＯ東日本お客さまセンター 

☎０５７０－０２４－０２４ （ＰＨＳ・ＩＰ電話の場合 ☎０３－５３３８－７５２４） 

 

４２ 特別駐車の許可                                          

身体障がい者の通院などのために、本人が運転又は同乗（タクシーを含む）する場合に、駐車禁止除外指定車

標章（以下「標章」という。）を掲示すれば駐車禁止区域内（法定禁止場所を除く。）に他の交通の妨げにならな

い限り駐車することができます。 

■対象者 次の障がい等級に該当する方 

     上肢障がい   １級、２級の２ 

     下肢障がい   １～４級 

 体幹機能障がい １～３級 

     視覚障がい   １～３級、４級の１ 

     聴覚障がい   ２級、３級 

平衡機能障がい ３級 

内部障がい   １級、３級 

免疫機能障がい １級～３級 

【乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいに起因する場合】 

     上肢機能障がい １級、２級（一上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く） 

 移動機能障がい １～２級 

■手続先   釧路警察署３番窓口（☎２３－０１１０）※詳細は釧路警察署へお問い合わせください。 

■申請に必要なもの 身体障害者手帳及びその１～３ページのコピーＡ４で２部 
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４３ 重度障がい者交通費助成制度                                    

重度の障がいを持つ方の社会参加のため、交通費助成としてタクシー券又は自動車燃料券を交付します。ただ

し長期入院中・施設・寄宿舎入所中は対象になりません。（退院・退所後に申請してください） 
 

 

 

 

 

 

 

 

■対象者      ※毎年４月１日現在釧路市に住民票がある方で非課税世帯または生活保護世帯の方に限

ります。 

世帯員で単身赴任されている方がおり、その方が生計中心者であり、かつ課税されてい

る場合は、課税世帯とみなし、対象外となります。 

肢体不自由 １級  

肢体不自由 ２級(ただし、車いすを常に使用している方)                   

視覚障がい １～２級                    

内部障がい １～２級                     

■助成内容     タクシー券又は自動車燃料券  年間１２，０００円分 

■燃料券の場合   車両名義：本人、住民基本台帳上同一世帯の方又は自動車税減免車両所有者 

給油所：釧路市内の釧根地方石油業協同組合加盟店で利用できます。 

■タクシー券の場合 釧路ハイヤー協同組合加盟会社及び釧路市内のタクシー会社で利用できます。 

■問合せ・申請先 

障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎２３－５２０１） 

阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

■申請に必要なもの  

タクシーチケット 身体障害者手帳・申請書 

自動車燃料券   身体障害者手帳・申請書・運転する方の運転免許証・車検証 

※対象者と住民基本台帳上同一でない世帯の方が運転する場合は、対象者を介護する

ことによって自動車税の減免を受けている車両の所有者のみに限ります。 

市内対象外施設 

 昭和啓生園 鶴ヶ岱啓生園 北園啓生園 はるとりの里 さくらの里 

 きんれんかの里 百花苑 鶴の園 えぞりんどうの里 湿原の里 ぬさまい 

長生園 武佐の里 老健くしろ ナーシングホームコスモス 老健たいよう 

老人保健施設星が浦 ケアコートひまわり 丹頂の園 鶴が丘学園 

ライフサポートさわらび おんべつ学園 
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４４ 援護旅費助成                                           

市外の施設等（おんべつ学園含む）に入所している障がい者（児）及び保護者の方を対象に、施設等の入退所・

訪問・帰省等にかかる交通費の一部を助成します。（年間６回まで） 

（北海道立旭川肢体不自由児総合療育センター、北海道立子ども総合医療・療育センターへの母子入院等も対

象となります。） 

■対象者  施設等入所者（特別支援学校等の生徒含む）及び保護者の方 

なお、特別支援学校の就学奨励費（交通費）が受けられる場合と生活保護を受給している方で移

送費の支給が受けられる場合は助成の対象外です。 

■助成内容 施設までの距離と交通手段（自家用車利用と公共交通機関利用）により算定した金額を支給しま

す。 

公共交通機関（ＪＲ・都市間バス・航空機等）を利用した場合は、領収書の添付が必要です。 

■問合せ・申請先 

障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎２３－５２０１） 

阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

■申請に必要なもの 援護旅費助成申請書（施設長等の確認印が必要です）・振込先の通帳（申請者名義） 

領収書（公共交通機関利用の場合）※領収書がない場合、自家用車利用として算定します。 

 

 税金の優遇制度について  

４５ 所得税・住民税の障害者控除                                  

身体に障がいのある方が負っている経済上又は生活上のハンディキャップを軽減し、その自立を促進するため、

各種の税金について軽減措置がとられています。 

■対象者  障がい者本人、又は障がい者を扶養している方 

■内容   特別障害者控除（身体障害者手帳１～２級の場合） 

・所得税４０万円 ・住民税３０万円（同居の場合はそれぞれ７５万円、５３万円） 

障害者控除（身体障害者手帳３～６級の場合） 

・所得税２７万円 ・住民税２６万円 

※本人が障がい者で、前年の所得が１３５万（給与収入にすると 2,043,999円）以下であれば 

 住民税が非課税になります。 

■申告先  （税の控除を受けるためには） 

・年末調整の方～障害者手帳の交付を受けている方は、年末調整時に勤務先の給与担当課に障害

者手帳を提示してください。 

・ 年末調整以外の方～確定申告、住民税申告の際に障害者手帳を提示してください。 

■控除内容の問合先  

・所得税について  釧路税務署（☎３１－５１００） 

・住民税について  市民税課（☎２３－５１５１） 

                 阿寒町行政センター市民課市民サービス係（☎６６－２２１０ 直通） 

                 音別町行政センター市民課市民サービス係（☎０１５４７－６－２２３１ 代表 ） 

マイナンバー 
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４６ 利子の非課税                                          

身体障害者手帳の交付を受けている方は、一定の預貯金の利子が非課税となっています。 

■対象者    身体障害者手帳１～６級をお持ちの方 

■非課税限度額 マル優（３５０万円）  銀行等の預金、貸付信託、公社債、公社債投資信託等 

特別マル優（３５０万円） 利付国債、公募地方債等 

■申請先    各金融機関窓口 

 

４７ 自動車税（種別割）、自動車税・軽自動車税（環境性能割）の減免              

身体に障がいのある方のために使用する自動車で、一定の要件に該当する方について、申請により自動車税（種

別割）の課税免除及び自動車税・軽自動車税（環境性能割）の減免を受けることができます。 

■対象者  次の障がい等級に該当する方 

・上肢障がい     １～３級 

・下肢障がい     １～６級 

・体幹機能障がい   １～３級、５級 

・視覚障がい     １～４級 

・聴覚障がい     ２級、３級 

・平衡機能障がい   ３級、５級 

・音声機能障がい   ３級（喉頭摘出者のみ） 

・乳幼児期以前の非進行性の病脳変による運動機能障がい（上肢機能） １～３級  

・乳幼児期以前の非進行性の病脳変による運動機能障がい（移動機能） １～６級 

・内部障がい（心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能障がい）１級、３級、４級 

・内部障がい（肝臓機能障がい）                   １～４級 

・内部障がい（ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい）     １～４級 

■対象台数 障がい者（児）の方１人につき、自家用の自動車１台に限ります。 

      （軽自動車を含め１台に限ります。） 

■対象条件 次のいずれかの場合に対象になります。※詳しくはお問い合せください。 

(1)障がい者の方が自動車を所有し、もっぱら運転する場合。 

(2)障がい者の方と生計を一にする方が自動車を所有、または運転し、もっぱら障がい者 

の方の通院、通学等に使用する場合。 

※注意：通院、通学等の使用状況は、週１日以上の使用を継続的（過去６ヶ月間以上） 

に行うことが必要で、過去６ヶ月間の通院等の回数を、各機関が証明した証明書 

が必要となります。 

(3)障がい者等のみで構成される世帯の障がい者の方が所有する自動車を、その世帯の 

障がい者の方を常時介護する方が、その方のためにもっぱら運転する場合。 

(4)車いす等の昇降装置や固定装置等を装着しており、構造上、もっぱら障がい者の方が 

利用するためのものと認められる自動車。 

■問合せ・申請先  釧路総合振興局納税課収納管理係（☎４３－９１７４ 直通） 
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■申請に必要なもの ＜(1)～(4)共通＞  手帳・自動車検査証又は電子車検証及び自動車検査証記録事項 

(1)の場合加えて  ①障がい者の方の運転免許証 

(2)の場合加えて   ①運転する方の運転免許証 

②通院、通学、通園、通所等証明書 

③障がい者の方と生計を一にすることを証する書類 

(3)の場合加えて   ①運転する方の運転免許証 

②常時介護証明書 

（障がい福祉課にて発行。詳しくはお問い合わせください。） 

(4)の場合加えて  ①障がい者の方のための特別な仕様や構造を確認できる写真等 

 

４８ 軽自動車税の減免                                         

身体に障がいのある方のために使用する軽自動車等で、一定の要件に該当する方について、申請により軽自動

車税の減免を受けることができます。 

■対象者  次の障がい等級に該当する方 

・上肢障がい     １級～３級 

・下肢障がい     １～６級 

・体幹機能障がい   １～３級、５級 

・視覚障がい     １～４級 

・聴覚障がい     ２級、３級 

・平衡機能障がい   ３級、５級 

・音声機能障がい   ３級（喉頭摘出者のみ） 

・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい（上肢機能）     １～３級 

・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい（移動機能）      １～６級 

・内部障がい（心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸機能障がい） １級、３級、４級 

・内部障がい（ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい、肝臓機能障がい）１～４級 

■対象条件 次の(1)と(2)を両方満たす場合に限ります。 

(1)障がい者（児）の方、納税義務者の方、運転する方が釧路市民であること 

(2)次のいずれかの場合に該当すること 

ア 障がい者の方が自ら運転する場合 

イ 障がい者（児）の方と生計を一にする方が運転する場合 

ウ 障がい者のみで構成される世帯の障がい者の方を常時介護する方が運転する場合 

■車の所有者 下記のいずれかの場合に限ります。 

(1)障がい者本人 

(2)障がい者（児）と生計を一にする方 

(3)障がい者のみで構成される世帯の障がい者の方を常時介護する方 

■対象台数 障がい者（児）の方１人につき、自家用の軽自動車等１台（普通車を含め１台に限ります） 

■問合せ・申請先 

  市民税課税務係（☎２３－５１５１ 内線３１３６） 

阿寒町行政センター市民課市民サービス係（☎６６－２２１０ 直通） 

音別町行政センター市民課市民サービス係（☎０１５４７－６－２２３１ 代表 ） 

■申請に必要なもの 身体障害者手帳・運転免許証・車検証・常時介護している方の場合はそれを証明する書

類・個人番号カード又は個人番号通知カード・申請者の身元確認書類（個人番号カード、

運転免許証等） 
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４９ 消費税の非課税                                          

重度障がい者の使用に供するための特殊の性状、構造又は機能を有する物品であって、厚生労働大臣が財務大

臣と協議して指定したものに関する譲渡、貸付け、製作の請負及び一定の物品に関する一定の修理にかかる消費

税が非課税となります。 

■対象品目  

１ 義肢 ２ 装具 ３ 座位保持装置 ４ 視覚障害者安全つえ ５ 義眼 ６ 眼鏡 

７  点字器 ８  補聴器 ９ 人工咽頭 10 車いす 11 電動車いす 

12 歩行器 13 頭部保護帽 14 装着式収尿器 15 ストマ用装具 16 歩行補助つえ 

17 起立保持具 18 頭部保持具 19 座位保持いす 20 排便補助具   

21 視覚障害者用ポータブルレコーダー 22 視覚障害者用時計 24 点字タイプライター 

25 視覚障害者用電卓 26 視覚障害者用体温計 27 視覚障害者用秤（はかり） 28 点字図書 

28-2 視覚障害者用体重計 28-3 視覚障害者用拡大読書器 28-4 歩行時間延長信号機用小型送信機 

28-5 点字ディスプレイ 28-6 視覚障害者用活字文書読上げ装置  

28-7 視覚障害者用音声ＩＣレコーダー 28-8 視覚障害者用音声方位磁石  

28-9 視覚障害者用音声色彩識別装置 28-10 視覚障害者用携帯型歩行支援装置  

28-11 視覚障害者用携帯型日本銀行券種類識別装置 29 聴覚障害者用屋内信号装置 

29-2 聴覚障害者用情報受信装置 30 特殊寝台 31 特殊尿器 32 体位変換器 

33 重度障害者用意思伝達装置 33-2 携帯用会話補助装置 33-3 移動用リフト 

34 透析液加温器 35 福祉電話器 36 視覚障害者用ワードプロセッサー 

37 改造自動車 38 介護者運転用自動車 ※23は品目無し 

※ただし、３７及び３８については、次のとおりの条件があります。 

○「３７ 改造自動車」について 

身体に障害を有する方が運転をする場合に限るものであり、当該身体に障害を有する方の身体の状態に応

じた、次の補助手段が講じられていること。 

①手動装置 上肢で操作できるアクセルペダル、ブレーキペダルを設置 

②左足用アクセル 左下肢で操作できるように設置（通常のＡＴ車は除外） 

③足踏式方向指示器 下肢で操作できるように設置 

④右駐車ブレーキバー 右上肢で操作できるよう運転席の右側に設置 

⑤足動装置 上肢に代えて両下肢で運転操作ができるようにするもの 

⑥運転用改造座席 安定した運転姿勢を確保のためサイドポートを付加したもの 

○「３８ 介護者運転用自動車」について 

車いす及び電動車いす（以下「車いす等」という。）を使用する方を車いす等とともに搬送できるよう、

車いす等昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定等に必要な手段を施した自動車にかかる消費税が非課

税（ただし、乗車定員１１名以上の普通自動車については、もっぱら車いす等を使用する方を搬送するも

のに限ります。） 

■問合せ先 釧路税務署（☎３１－５１００） 

 

５０ おむつ代の医療費控除                                       

疾病等により寝たきりの方が、治療を行う上、おむつを使用する場合、医療費控除の対象になります。 

■対象者  医師の診断時において、次のいずれにも当てはまる方 

(1)おおむね６ヶ月以上寝たきり状態にあると認められる方。 

(2)医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる方。 

■対象費用 紙おむつの購入費用、貸おむつの賃借料 
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■問合せ先 釧路税務署（☎３１－５１００） 

■申請に必要なもの 治療を行っている医療機関の医師による「おむつ使用証明書」 

おむつ代の領収書（患者の氏名及び成人用であることが明記されたもの） 

☆確定申告書に添付または提示してください。 

 

５１ ストマ用装具の医療費控除                                     

ストマ用装具を使用している方は、ストマ用装具の購入費用が医療費控除の対象になります。 

■対象者  人工肛門のストマ（排泄孔）をもつ方 

尿路変向（更）のストマをもつ方 

■対象費用 自費で購入した場合のストマ用装具購入費用 

障害者総合支援法により日常生活用具としてストマ用装具の給付を受けた際の自己 

負担分 

■問合せ先 釧路税務署（☎３１－５１００） 

■申請に必要なもの 本人のストマケア治療を行っている医師による｢ストマ用装具使用証明書｣ 

ストマ用装具代の領収書 

☆確定申告書に添付または提示してください。 

 

５２ 在宅介護費用の医療費控除                                     

医師との連携の下に在宅治療のため在宅介護サービス又は訪問入浴サービスを利用した場合の費用が医療費控

除の対象となります。 

■対象介護  在宅介護サービス  (ｱ)食事の介護（買物及び調理を除く） 

(ｲ)排泄の介護 

(ｳ)衣類着脱の介護 

(ｴ)入浴の介護 

(ｵ)身体清拭、洗髪 

(ｶ)通院等の介助その他必要な身体の介護 

(ｷ)居宅介護㋐身体介護㋑日常生活支援(身体介護に係る部分に限る) 

(ｸ)短期入所(ただし、市町村により遷延性意識障害者加算等として加算決

定された部分に限る) 

  訪問入浴サービス  搬入した浴槽又は入浴車を使い、身体障がい者の居宅で行う入浴介護 

■対象費用  上記の内容の介護にかかる費用 

■問合せ先  釧路税務署（☎３１－５１００） 

■申請に必要なもの サービスを提供した市町村、民間事業者等による「在宅介護費用証明書」及び「居宅生

活支援サービス利用者負担額証明書」、市町村の発行するホームヘルパー派遣決定通知

書・訪問入浴サービス利用決定通知書、介護福祉士及び看護師等の資格証明書の写し 

☆確定申告書に添付または提示してください。 
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５３ その他の税の控除など                                       

（１）相続税の控除・贈与税の非課税 

  障がい者が相続や贈与を受けた場合、相続税や贈与税について優遇措置があります。 

  ■問合・手続先 釧路税務署（☎３１－５１００） 

（２）事業税の非課税 

  重度の視覚障がい者が行うあんま、マッサージ、はり、きゅう等の医業に類似する事業を個人で営む場合、

届出により、事業税が非課税になります。 

  ■問合せ・手続先 釧路総合振興局課税課事業税係（☎４３－９１６１） 

 

 その他の制度について  

５４ ＮＴＴの電話番号案内の無料措置                                   

ＮＴＴの電話番号案内（☎０１２０－１０４５６５）が無料になります。 

■対象者  次の等級に該当する方 

  視覚障がい     １～６級 

肢体不自由（上肢） １級、２級 

肢体不自由（体幹） １級、２級 

肢体不自由（乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい） １級、２級 

聴覚障がい     ２級、３級、４級、６級 

音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障がい ３級、４級 

 ■受付時間 午前９時～午後５時（年中無休） 

■問合せ先 ＮＴＴ東日本ふれあい案内担当（☎０１２０－１０４１７４） 

       （午前９時～午後５時・土日祝日、年末年始除く） 

 

５５ ＮＨＫ放送受信料の免除                                      

ＮＨＫ放送受信料が半額又は全額免除されます。  

■対象者 

○半額免除（１～３の全てに該当する方）の場合 

１．身体障害者手帳の等級が次のいずれかであること 

(1)視覚障がい     １～６級        

(2)聴覚障がい     ２～６級               

(3)身体障がい     １～２級 

２．身体障害者手帳所持者が世帯主であること 

３．身体障害者手帳所持者がＮＨＫとの受信契約者であること 

○全額免除（１～３の全てに該当する世帯）の場合 

１．世帯員の中に身体障害者手帳所持者がいること 

２．世帯全体が市町村民税非課税世帯であること 

３．世帯員がＮＨＫとの受信契約者であること 
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■手続き方法  下記いずれかの窓口で「放送受信料免除申請書」に上記内容であることの「証明印」を受け

たあと、その申請書をＮＨＫ放送局の窓口へ提出するか、郵送してください。 

■証明印申込先 障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口）（受付 １６：００まで） 

         阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

          ・「放送受信料免除申請書」を用意してあります。 

・身体障害者手帳と印鑑をお持ち下さい。 

■申請書提出先 ＮＨＫ札幌放送局 経営管理センター（道東担当） 

（帯広市西５条南７丁目２－２ ＮＨＫ帯広放送局内） 

 ■問合せ先   ＮＨＫ札幌放送局 経営管理センター ☎０１１－２３２－４０２１ 

■申請に必要なもの 放送受信料免除申請書（申請内容、証明印等を押印・記載済のもの） 

 

★郵送による申請受付が開始されました★ 

 下記の証明書類をお持ちの場合は、障がい福祉課の窓口へ来庁せずに郵送による手続きで申請が可能になり

ました。 

■郵送申請の方法 ＮＨＫのホームページから免除申請書と専用の返信用封筒を取り寄せていただき、必要事

項の記入と、下記の証明書類を添付の上、専用の返信用封筒にて郵送してください。 

■証明書類   全額免除の場合、以下すべての書類 

        ・住民票（世帯全員用） 

        ・市町村民税非課税証明書等（世帯全員分） 

        ・身体障害者手帳の写し 

        半額免除の場合、以下すべての書類 

        ・住民票（世帯全員用など、世帯主がわかるもの） 

        ・身体障害者手帳の写し 

■免除申請書のお取り寄せ、詳細は以下のＵＲＬよりご覧になれます。 

 https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/menjo/apply.html 

 

５６ 指定ごみ袋の支給                                         

日常生活用具で「紙おむつ」の給付を受けている方を対象に一定枚数のごみ袋を支給します。 

■対象者   釧路市内に居住し、日常生活用具給付制度により「紙おむつ」の交付を受けている方と生計を

一にしている世帯 医療施設に入院等の場合は対象になりません。 

■支給枚数  対象者１人あたり、可燃ごみ用ごみ袋（２０ℓ ）を年間６０枚 

■問合せ・申請先 

       環境事業課廃棄物対策係（☎３１－４５５１ 直通） 

   環境保全課環境管理係（☎３１－４５３５ 直通） 

        阿寒町行政センター 市民課環境係（☎６６－２２１１ 直通） 

        音別町行政センター 市民課環境係（☎０１５４７－６－２２３１ 代表） 
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５７ 生活福祉資金の貸付制度                                      

障がい者の方が用途に応じて必要な資金を借りることができる制度です。 

ただし、他の公的貸付制度を利用できる方は除かれます。 

■対象者  身体障害者手帳をお持ちの方が属する世帯 

■問合せ・申請先 

釧路市社会福祉協議会（旭町１２－３ 総合福祉センター内 ☎２４－１７４２） 

釧路市社会福祉協議会阿寒支所（阿寒町保健・福祉サービス複合施設「ひだまり」内☎６６－４２００） 

釧路市社会福祉協議会音別支所（☎０１５４７－６－２９４１） 

 

５８ 入場料及び入園料の免除                                      

市などが運営する施設への入場・入園料が免除になります。 

■対象者    身体障害者手帳をお持ちの方（介護者も免除になる場合があります） 

■利用可能施設 

○スポーツ施設 

・ＫＫＳ釧路厚生社アイスアリーナ 

 （柳町アイスホッケー場） 

・柳町スピードスケート場 

・釧路アイスアリーナ 

・春採アイスアリーナ ・鳥取温水プール 

・鶴ケ岱武道館 ・高山の森パークゴルフ場 

・大規模運動公園 ・釧路市コミュニティ体育館（鳥取ドーム） 

・ウインドヒルくしろスーパーアリーナ 

 （湿原の風アリーナ釧路） 

 

・阿寒町総合運動公園 

（阿寒町多目的広場、阿寒町多種目競技広場、阿寒町野球場、阿寒町スポーツセンター） 

・阿寒湖畔スポーツ広場 

（阿寒湖畔トレーニングセンター、阿寒湖畔スケートリンク、阿寒湖畔多種目競技場） 

・音別町社会体育施設 

（温水プール、スケートリンク、野球場、パークゴルフ場、休憩所） 

○文化施設等 

・釧路市立博物館 ・あすなろ会こども遊学館 

・釧路市動物園  （釧路市こども遊学館） 

・釧路市丹頂鶴自然公園 ・釧路市湿原展望台 

・釧路市立美術館 ・阿寒国際ツルセンター 

・山花公園オートキャンプ場 ・道立芸術館 

・釧路市鳥取コミュニティセンター（コア鳥取） 

・釧路市東部地区コミュニティセンター（コア大空） 

・釧路市中部地区コミュニティセンター（コアかがやき） 

・フィッシャーマンズワーフ〈多目的アリーナ、スタジオ〉 

・ふれあいホースパーク 

■利用方法    各施設の窓口で身体障害者手帳を提示してください。 
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５９ 単身高齢者等除雪事業                                      

在宅のひとり暮らし等の障がい者に対して除雪の事業を提供し、障がい者が住み慣れた地域社会の中で生活し

ていくことを支援するものです。 

■対象者   下記の１～３の全てに該当する世帯 

１．身体障害者手帳１～２級の方のみの世帯（聴覚障がいのみを除く） 

２．自力で除雪を行うことが困難であること 

３．世帯員全員が市民税非課税であること 

■内容    除雪   除雪は、積雪量が約１５ｃｍ以上の場合に行います。 

除雪場所は、玄関から生活道路までです。 

（玄関又は出入口を他世帯と共有している場合は該当しません） 

■問合せ・申請先 

  障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎３１－４５３７） 

阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

■申請に必要なもの  身体障害者手帳 

 

６０ 軽度生活援助事業                               

在宅のひとり暮らし等の障がい者に対して軽易な日常生活上の援助を行うことにより、障がい者が住み慣れた

地域社会の中で生活していくことを支援するものです。 

 

■対象者  下記の１～３の全てに該当する世帯 

  １．身体障害者手帳１～２級の方のみの世帯（聴覚障がいのみを除く） 

  ２．この事業を利用しなければ自立した生活が困難であること 

  ３．世帯員全員が市民税非課税であること 

■内容   軽易な日常生活上の援助 

      ・家屋内の整理、整備（窓拭き、換気扇の掃除など） 

      ・家の周りの手入れ、軽微な修繕（草取り、電球交換など） 

      ・灯油の運搬、ストーブやポータブルタンクへの注入 など 

■利用回数 月１回、１時間程度（灯油の運搬・注入のみ月２回まで利用可能） 

■問合せ・申請先 

  障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎３１－４５３７） 

阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

■申請に必要なもの 身体障害者手帳 
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６１ ふれあい収集                                          

家庭ごみを集積所まで出すことが困難な高齢者や障がい者の世帯を対象に、声かけを行いながら戸別に訪問し

収集します。 

■対象者   釧路市内に居住し、ごみ等の排出が困難であり、下記のいずれかに該当する方のみで構成され

る世帯。 

 １．介護認定を受けている方（要支援１以上） 

 ２．障害者手帳（身体・知的・精神）の交付を受けている方 

 ３．積雪により冬期間にごみ出しが困難となる６５歳以上の方 

■申込方法  申請書に必要事項を記入の上、下記提出先へ郵送又はご持参ください。 

       申請書は市ホームページ、または下記窓口で入手できます。 

       ※申請後、書類の確認や面談を行ったうえで、収集を開始します。 

       ※面談までに時間を要する場合がございますので、ご了承ください。 

 ■提出先・問合せ先 環境事業課事業施設係（☎２４－４１４６直通）  

          環境保全課環境管理係（☎３１－４５３５直通） 

           阿寒町行政センター 市民課環境係（☎６６－２２１１ 直通） 

          音別町行政センター 市民課環境係（☎０１５４７－６－２２３１ 代表） 

 

６２ 避難行動要支援者避難支援事業                                  

 災害時に避難場所や避難施設への移動が困難な下記の方を避難行動要支援者として登録しています。 

■対象者   下記の１、２、３のいずれかに該当する方で、在宅で生活している方（施設などに入所してい

る方を除く） 

１．身体障害者手帳の等級が次のいずれかであること 

         (1) 視覚障がい又は聴覚障がい  １～２級 

        (2) 上肢、下肢、体幹機能、呼吸機能障がいのうちいずれかが１級 

２．上記１の(1)～(2)に準ずる方で、災害時に支援が必要と認められる方 

３．市の生活支援を受けている難病患者 

■実施内容  避難行動要支援者として登録された方の情報については、災害時に避難施設への誘導や安否確

認などの支援を行うために役立てます。 

■問合せ先  社会援護課 福祉政策担当 （釧路市役所本庁舎１階 ☎３１－４５３６） 

障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口） 

 

６３ 郵便等投票（在宅投票）制度                                    

釧路市の選挙人名簿に登録されていて、身体に重い障がいがあり投票に行くことが困難な方は、自宅などから

郵送で投票することができます。 

■対象者 ・両下肢障がい １級、２級 ・ぼうこう機能障がい １級、３級 

 ・体幹機能障がい １級、２級 ・直腸機能障がい １級、３級 

 ・移動機能障がい １級、２級 ・小腸機能障がい １級、３級 

 ・心臓機能障がい １級、３級 ・肝臓機能障がい １級、２級、３級 

 ・じん臓機能障がい １級、３級 ・免疫機能障がい １級、２級、３級 
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 ・呼吸器機能障がい １級、３級   

※介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護５」の方も対象となります。 

■代理記載制度 上記対象者で、かつ、自ら投票の記載をすることができない次の障がいの方は、あらかじめ

釧路市選挙管理委員会に届け出た代理記載人を指定して投票することができます。 

・上肢障がい １級  ・視覚障がい １級 

■利用方法   選挙期日前にあらかじめ「郵便等投票証明書」の交付申請を行い、郵便等による投票の登録 

        者になっていただきます。登録後、選挙の都度、自宅等での郵便投票のご案内をいたします。 

■申請・問合せ先    釧路市選挙管理委員会（☎２３－５１５１ 内線５３２４） 

■申請に必要なもの   ※詳しくは釧路市選挙管理委員会にお問合せください。 

           （来庁の際は、身体障害者手帳等又は介護保険の被保険者証をご持参ください） 

 

６４ 映画料金割引制度                                          

映画館の鑑賞料金を割引します。 

■対象者   身体障害者手帳所持者 

■割引内容  身体障害者手帳の所持者及びその介護者（２名まで）の鑑賞料金が、１作品につき１人 1,000

円になります。 

他の割引との併用はできません。 

※ 企業によっては、予告なく変更がある場合がありますのでご了承ください。 

※ 詳しくはお問い合わせください。 

■利用方法  映画館の窓口で身体障害者手帳を提示してください。 

■問合せ先  イオンシネマ釧路（☎３６－５５３３） 

 

６５ 携帯料金等割引制度                                        

障がい者本人の携帯電話の基本料金等の割引が受けられます。 

■対象者   身体障害者手帳所持者 

■割引内容  障がい者本人の携帯電話の基本料金等が割引になります。 

※企業によっては、予告なく変更がある場合がありますのでご了承ください。 

※詳しくは各携帯電話会社営業窓口にお問い合わせください。 

■問合せ先  各携帯電話会社営業窓口 

 

６６ ＦＡＸ・Ｅメール１１９番通報システム                                       

緊急時に自宅のＦＡＸまたは携帯電話（スマートフォン）・パソコンのＥメール機能を利用して、救急車及び 

消防車の出動要請ができるシステムです。 

■対象条件  釧路市に在住する聴覚や言語に障がいがある方 

       自宅にＦＡＸを設置されている方、または携帯電話（スマートフォン）やパソコンなどの 

       Ｅメールを操作できる方 

       個人情報の提供に同意し、登録した方 

 ■手続先   障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口）  
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６７ 遠隔手話サービス事業                                  

聴覚に障がいのある方を対象に、ろうあ者相談員及び市役所手話通訳者においてビデオ通話を行うサービス 

です。 

■対象者   市内に住所を有する聴覚障がいの方 

■内容    ろうあ者相談員及び市役所障がい福祉課手話通訳者において、聴覚に障がいがある方ご自身の 

スマートフォンやパソコンから、ビデオ通話機能を利用した「遠隔手話」による相談等を行い

ます。 

 ■利用時間  平日 午前１０時～午後４時（利用の際は、事前にご連絡ください。） 

 ■利用料   無料 ※通信料は利用者負担 

 ■問合せ先  障がい福祉課障がい福祉係（ＦＡＸ ２５－３５２２） 

 

６８ 釧路市消防本部Ｎｅｔ１１９
ネ ッ ト い ち い ち き ゅ う

緊急通報システム                         

スマートフォンまたはタブレット端末等からインターネットを利用して、１１９番通報ができるサービスです。

スマートフォン等のＧＰＳ機能で居場所を通知して、チャット形式で詳しい内容を通報できます。 

事前に、釧路市消防本部への利用登録とスマートフォン等が必要です。 

■対象要件  釧路市消防本部管轄区域内に居住または通勤・通学し、次のいずれかに該当する方 

１．聴覚または音声・言語機能障がいの身体障害者手帳所持者 

２．聴覚または音声・言語機能の障がい等により、音声で 119番通報をすることが困難な方 

 ■利用登録方法  下記のＱＲコードをスマートフォン等で読み取って空メールを送ってください。 

          入力フォームへ案内をするメールが届きます。 

            

■問合せ先   釧路市消防本部通信指令課（☎２２－２１５０、ＦＡＸ ０１１－２５１－０８５８） 

 

６９ 盲ろう者通訳・介助員派遣事業                                

視覚と聴覚に重複した障がいのある方を対象に、コミュニケーションや移動等の支援を行う通訳・介助員を派

遣するサービスです。 

 

■対象者   身体障害者手帳をお持ちで視覚障がい及び聴覚障がいの重複による総合等級が１級又は２級に

該当しており通訳・介助が必要な方 

■内容    派遣依頼書により通訳・介助員の派遣を行います。 

 ■利用料   無料 ※交通費等については、通訳・介助員にかかる分も含めて利用者負担 

 ■問合せ先  一般社団法人北海道身体障害者福祉協会内 

北海道障害者社会参加推進センター 

（☎０１１－２５１－９３０２）（ＦＡＸ ２５－３５２２） 
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７０ 釧路市身体障がい者用自動車改造費助成事業                               

在宅の重度の身体障がいがある方が自ら所有し運転する自動車を改造する際に、その自動車の改造のための経

費の一部を助成します。 

事前申請が必要です。改造済みのものは、対象になりません。 

■対象者 市内にお住まいで、次の要件のいずれにも当てはまる方 

 １．身体障害者手帳の肢体不自由１～２級をお持ちの方 

 ２．自らが所有し運転する自動車の操向装置や駆動装置（ハンドル、アクセル、ブレーキ）などを 

   改造する必要がある方 

 ３．改造を行う年の前年（申請日が１月から６月までであるときは、前々年分）の所得の額が特別 

障害者手当の所得制限限度額以下の方 

■助成額 自動車の操向装置、駆動装置などの改造に要した費用の半分の額（上限２０万円） 

■問合せ・申請先 

  障がい福祉課障がい福祉係（釧路市役所防災庁舎３階２３番窓口 ☎２３－５２０１） 

阿寒町行政センター保健福祉課保健福祉係 

音別町行政センター保健福祉課保健福祉係（福祉保健センター「ほほえみ」） 

■申請に必要なもの 身体障害者手帳の写し・改造を行う業者の見積書・運転免許証の写し 等 
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【主な福祉施設】 

★ 身体障害者福祉センター （川北町４－１７  ☎２４－７４７１） 

身体障がい者（児）が利用できる施設で、会議室、娯楽室、さらに視覚障害者の方のための点字図書室も設

けられており、点字図書・録音図書の貸出を行っております。釧路身体障害者福祉協会、釧路地方腎友会、

釧路聴力障害者協会事務局などがあり、点訳や朗読奉仕団体の拠点にもなっています。 

★ 総合福祉センター （旭町１２－３  ☎２４－１５６５） 

障がい者（児）やボランティアの方も利用できる施設で、会議室、視聴覚室、ボランティアルームなどがあ

ります。社会福祉協議会や各外郭団体の事務局などがあり、拠点となっています。 

★ サン・アビリティーズくしろ （鳥取南７－２－２０  ☎５１－９８６５） 

身体障がい者や一般の方も利用できる施設です。体育館、研修室、談話室などがあります。 

★ 丹頂の園 （鶴丘１４９－２  ☎５６－２０３１） 

身体障がい者の方で、常時介護を必要とする重度の身体障がいを持つ方をお世話する、障害者支援施設 

（入所、通所）です。 

 

【各種相談機関】 

障がいのある方及び家族等からの様々な相談に応じています。 

★ 釧路市児童発達支援センター （住吉２－１２－３７  ☎４４－１０２２） 

  ・地域支援相談室～運動やことば、コミュニケーション等の発達相談、個別指導、保育所等訪問支援、障が

い児相談支援等の地域支援を行います。 

  ・野のはな園～障がい児の通園施設（児童発達支援） 

★ 身体障害者福祉センター （川北町４－１７ ☎２４－７４７１） 

★ 釧路児童相談所  （桜ヶ岡１－４－３２  ☎９２－３７１７） 

障がい児（１８歳未満）の方の相談に応じます。 

★ 公共職業安定所（ハローワーク釧路）  （富士見３－２－３  ☎４１－１２０１） 

障がい者の方の就職についての相談に応じます。 

★ NPO法人くしろ市民後見センター（身体障害者福祉センター内 ☎０９０－２０７０－３２２７） 

★ NPO法人後見ネットワーク阿寒（☎０９０－２８１０－１７６１） 

 

＜市の委託による相談支援事業所＞ 

★  釧路市障がい者基幹相談支援センター（双葉町１７－１０ ☎６５－７３８０） 

★  釧路市障がい者虐待防止センター 

   （共栄大通３－２－８ クレインライズⅠ－１ ☎０７０－５２８２－９７７７ ＦＡＸ６４－６２２８） 

★ 地域支援センター つばさ （新富士４－５－７ ☎６４－６３６３）  

★ 自立センター（双葉町１７－１０ ☎６５－６５００） 

★ 地域生活支援センター・ハート釧路（東川町１４－９ ☎３２－７４００） 

★ 釧路市権利擁護成年後見センター （旭町１２－３ 釧路市総合福祉センター内 ☎２４－１２０１） 

 

 

 



４１ 

 

【身体障害者相談員名簿】 

 

 

 市内には、市の委嘱を受けた身体障害者相談員がおり、自立更生に関する相談に応じています。お困りのこと

などがありましたら、お気軽に下記の相談員までご連絡ください。 

 

令和８年度 身体障害者相談員 

氏名 住所 電話番号 

住 田   林 若松町１８－１５ ２２－７４３４ 

森    正 裕 鳥取北５－１８－１６ ５４－３５５３ 

髙 木  勝 紀 釧路郡釧路町別保１０－３０ S３－３２２ ３６－３９１３ 

石 原  裕 次 郎 星が浦大通３－９－４３ ０９０－８９０２－０５８３ 

伊 藤  亮 達 緑ケ岡５－３－３１ ０９０－６６９８－８４６８ 

水 島  明 美 鶴野東２－４－７ ０９０－７０５０－７３６０ 
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